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＜「招集ご通知」のご送付について＞
2022年9月1日施行の会社法改正により株主総会資料の電子提供制度が開始され、従来

の「招集ご通知」における株主総会参考書類や事業報告等の「株主総会資料」につきまし
ては原則として、ウェブサイトにアクセスのうえご覧いただくこととなりました。

しかしながら、当社は、電子提供制度そのものの株主の皆様への認知度や株主の皆様
にとっての利便性に鑑み、本株主総会におきましては、議決権をお持ちの株主の皆様全員
に一律に電子提供制度の導入前と同様、書面での「招集ご通知」をウェブ上でのご提供と
併せて、お送りさせていただくことといたしました。

※ウェブ版と書面版とでは、目次、頁番号、項番が一致しておりませんのでご了承ください。

＜株主懇談会・お土産について＞
株主懇談会は開催いたしません。
ご来場の株主様へのお土産はご用意しておりません。
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証券コード8624
2026年５月28日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
い ち よ し 証 券 株 式 会 社
取締役(兼)代表執行役社長 玉田 弘文

第84期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第84期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、同封の議決権行使書用紙
をご持参の上、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送（書面）又は、インターネットによって議決権を行使
することができます。お手数ですが「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使
書用紙に賛否をご表示いただき、2026年６月19日（金曜日）午後５時までに到着す
るようご送付いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（４頁をご参照ください。）
より議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日 時 2026年６月20日（土曜日）午前10時（午前９時開場）
２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 東京証券会館 ８階 ホール
３．株主総会の目的事項

報告事項 １. 第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類の内容報告並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報
告の件

２. 第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告
の件

決議事項 第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、エグゼクティ

ブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして
発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
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本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子
提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
　https://www.ichiyoshi.co.jp/stockholder/presentation

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、当
社ウェブサイトが閲覧できない場合は、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセス
して、「銘柄名（会社名）」に「いちよし証券」又は「コード」に当社証券コード「8624」を入力・検索し、「基
本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

招集ご通知
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４．電子提供措置事項に関する事項
電子提供措置事項のうち、以下の①〜⑪の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お

送りする書面には記載をしておりません。

①主要な借入先及び借入額
②新株予約権等に関する事項
③役員等賠償責任保険契約の内容の概要
④会計監査人に関する事項
⑤業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑥株式会社の支配に関する基本方針
⑦剰余金の配当等の決定に関する方針
⑧連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
⑨連結計算書類の連結注記表
⑩計算書類の株主資本等変動計算書(個別)
⑪計算書類の個別注記表

したがいまして、お送りする書面に記載されている事項は、監査法人及び監査委員会が監査した対象書類の一
部であります。
また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事

項を掲載させていただきます。
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５．議決権の行使等についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合 次頁（1）をご覧ください。

お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
※株主ではない同伴の方など、株主以外の方は本総会にご出席いただけませんので、ご注意願いま
す。

代理人による議決権行使
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご
出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了
承ください。

株主総会開催日時：2026年６月20日（土曜日） 午前10時（午前９時開場）

郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合 次頁（2）をご覧ください。

株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼ら
ずにご投函ください。

行使期限：2026年６月19日（金曜日） 午後５時到着分まで

インターネットにて議決権を行使いただく場合 次頁（3）をご覧ください。

株主総会参考書類をご検討のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
にて各議案に対する賛否をご入力ください。
※ご不明な点等がございましたら８頁記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

行使期限：2026年６月19日（金曜日） 午後５時入力分まで
（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）
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2 0 2 6 年

2026 年 6 月 20 日

2026年6月19日

　議決権行使書のご記入方法のご案内

インターネットによる議決権行使に必要となる
QRコードとログインID・仮パスワードが記載されています。

※各議案につき賛否の表示のない場
合は、賛成の議決権行使があった
ものとしてお取扱いいたします。

【第１号議案】
全員賛成の
場合
全員否認する
場合
一部の候補者
を否認する
場合

【第２号議案】
賛成の場合
否認する場合

こちらに、各議案の
賛否をご記入ください。

「賛」に○印

「否」に○印

「賛」に○印
をし、否認す
る候補者の
番号を記入

「賛」に○印
「否」に○印
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（1）株主総会にご出席いただく場合
当日ご出席の場合は、郵送（書面）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

（2）郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合

（3）インターネットにて議決権を行使いただく場合
インターネットによる議決権行使は、①「スマートフォンによる方法」又は②「パソコンによる方法」の

２種類の方法から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただくことにより行使していただけます。
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2 0 2 6 年

2026 年 6 月 2 0 日

2026年6月19日

2026
年6月19日

QRコードを読み取る方法

1.QRコードを読み取る
「ログイン用
QRコード」はこちら

議決権行使書（右側）

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」の
入力が不要でログインいただけます。

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書
（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2.議案の賛否方法を選択 3.各議案の賛否を選択

画面の案内に従って、行使完了です。

招集ご通知
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① スマートフォンによる議決権行使方法について
・議決権行使書に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サ
イトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
・スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログイ
ンができない場合には、次頁に記載のパソコンによる議決権行使方法にて議決権行使を行ってください。
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〈議決権行使サイト〉
トップページ

〈ログインID、パスワード〉
入力画面

招集ご通知
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② パソコンによる議決権行使方法について
・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書に記載された「ログインID」
及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
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③ 議決権行使サイトについて
・インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコンから、当社の指定する議決権行使サ
イト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、
毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

・スマートフォン又はパソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用
されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗
号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場
合もございます。

・インターネットによる議決権行使は、2026年６月19日（金曜日）午後５時まで（ただし、毎日午前２
時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）受付けいたしますが、お早めに行使していた
だき、ご不明な点等がございましたら本頁記載のヘルプデスクヘお問い合わせください。

④ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負
担となります。

（注）議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
① 郵送（書面）並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

郵送（書面）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決
権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

② インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として
取り扱わせていただきます。

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9：00〜21：00、通話料無料）

【機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて】
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する「機関投
資家向け議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合は、当該プラットフォームによ
る議決権行使が可能です。

以 上
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　本総会終結の時をもって、取締役全員は任期満了となります。つきましては、指名委員会
が定める基準により決定した以下７名の選任をお願いするものであります。

取締役７名選任の件
第１号議案

1 重任

2 重任

3 重任

4
重任
社外取締役
独立役員

5
重任
社外取締役
独立役員

6
重任
社外取締役
独立役員 女性

7
新任
社外取締役
独立役員 女性

株主総会参考書類
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

候補者番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当
たけ ひ まさ し

武 樋 政 司
取締役会長 取締役会議長
指名委員・報酬委員

たま だ ひろ ふみ

玉 田 弘 文 取締役(兼)代表執行役社長

やま ざき しょう いち

山 﨑 昇 一 取締役(兼)代表執行役副社長

ご き た あきら

五木田 彬
社外取締役
指名委員（委員長）・監査委員（委員長）
筆頭独立社外取締役

ひら の えい じ

平 野 英 治
社外取締役
指名委員・監査委員

ぬま た ゆう こ

沼 田 優 子
社外取締役
報酬委員（委員長）・監査委員

さか い ゆ か り

酒 井 由香里
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1 重任
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候補者
番 号

たけ ひ まさ し

武樋 政司（1943年４月13日生）

1967 年４月 野村證券株式会社入社
1987 年12月 同社取締役
1990 年６月 同社常務取締役
1993 年６月 当社代表取締役副社長
1995 年６月 当社代表取締役社長
2003 年６月 当社取締役(兼)代表執行役社長
2006 年12月 当社相談役
2007 年12月 当社代表執行役社長
2008 年６月 当社取締役(兼)代表執行役社長
2012 年４月 当社取締役(兼)執行役会長
2018 年４月 当社取締役会長(現任)

所有する当社株式数
182,800株

取締役会への出席状況
18回（100％）

指名委員会への出席状況
５回（100％）

報酬委員会への出席状況
10回（100％）

●取締役候補者とした理由
武樋政司氏は、野村證券㈱常務取締役、当社代表取締役社長、当社取締役(兼)執行役会長などを歴任し、

2018年４月からは当社取締役会長として当社並びに当社グループ全般の経営と監督を担っております。
同氏が社内取締役選任基準を満たしていることやこれまでの実績と経験を踏まえ、証券会社や証券業界全般

にわたる幅広い見識と優れた経営力を当社の経営と監督に活かしていくことが必要であると判断して取締役候
補者といたしました。

●なお、同氏の重任が承認された場合、定時株主総会終了後、同氏は指名委員及び報酬委員を務める予定です。
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2 重任
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候補者
番 号

たま だ ひろ ふみ

玉田 弘文（1971年10月25日生）

1995 年４月 三洋証券株式会社入社
1998 年１月 当社入社
2009 年４月 当社神戸支店長
2011 年４月 当社執行役員 信州アドバイザー本部長
2012 年４月 当社執行役員 アドバイザーサポート本部長
2013 年９月 当社執行役員 近畿アドバイザー本部長
2016 年４月 当社上席執行役員 近畿アドバイザー本部長
2018 年４月 当社上席執行役員 アドバイザー本部担当
2018 年６月 当社上席執行役員 管理・企画部門担当
2019 年４月 当社執行役 管理・企画部門管掌
2020 年４月 当社代表執行役社長
2020 年６月 当社取締役(兼)代表執行役社長
2020 年７月 当社取締役(兼)代表執行役社長(兼)アドバイザー本部長
2021 年10月 当社取締役(兼)代表執行役社長(兼)アドバイザー本部長、

アドバイザーサポート本部長
2023 年10月 当社取締役(兼)代表執行役社長(兼)アドバイザー本部長
2025 年４月 当社取締役(兼)代表執行役社長(現任)

所有する当社株式数
82,700株

取締役会への出席状況
18回（100％）

●取締役候補者とした理由
玉田弘文氏は、1998年に当社に入社し、アドバイザー本部、アドバイザーサポート本部、管理・企画部門

の各分野を歴任し、2020年より当社取締役(兼)代表執行役社長として主に業務執行の代表者として経営を担っ
ております。
同氏が社内取締役選任基準を満たしていることや実績を踏まえ、アドバイザー部門を始めとした各部門の要

職を経験したことによる優れた見識と能力を当社の経営に活かしていくことが必要であると判断して取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号

やま ざき しょういち

山﨑 昇一（1955年９月23日生）

1978 年４月 野村證券株式会社入社
1999 年７月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社
2004 年５月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社
2004 年８月 エース証券株式会社入社
2006 年６月 SBIホールディングス株式会社入社
2007 年12月 SBI損害保険株式会社入社
2015 年７月 当社執行役員 財務・企画担当
2019 年11月 当社上席執行役員 財務・企画、法務、広報、秘書、引受審査担当
2020 年１月 いちよしファイナンシャルアドバイザー株式会社(現いちよしＩ

所有する当社株式数
38,300株

取締役会への出席状況
18回（100％）

ＦＡ株式会社)監査役(現任)
2020 年４月 当社執行役 本社・管理部門管掌(兼)財務・企画、法務、広報、秘書、引受審査担当
2021 年４月 当社執行役常務 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、システム本部管掌、関係会社管掌

(兼)引受審査担当
2021 年６月 当社取締役(兼)執行役常務 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、システム本部管掌、関係

会社管掌(兼)引受審査担当
2022 年６月 当社取締役(兼)執行役専務 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、システム本部管掌、関係

会社管掌
いちよしビジネスサービス株式会社監査役(現任)
いちよしアセットマネジメント株式会社監査役(現任)
株式会社いちよし経済研究所監査役(現任)

2024 年６月 当社取締役(兼)代表執行役専務 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、システム本部管掌、
関係会社管掌

2025 年４月 当社取締役(兼)代表執行役副社長 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、システム本部管
掌、人事・研修本部管掌、関係会社管掌(現任)

(重要な兼職の状況)
いちよしビジネスサービス株式会社監査役、いちよしアセットマネジメント株式会社監査役、
株式会社いちよし経済研究所監査役、いちよしＩＦＡ株式会社監査役

●取締役候補者とした理由
山﨑昇一氏は、2015年に当社に入社し、執行役員として本社部門の各分野を担当し、2020年からは執行役

として本社・管理部門を管掌、2021年４月より執行役常務として財務・経営部門、業務管理本部、システム
本部、関係会社を担っております。同年６月からは取締役(兼)執行役常務、2022年６月からは取締役(兼)執行
役専務、2024年６月からは取締役(兼)代表執行役専務、2025年４月からは取締役(兼)代表執行役副社長とし
て、新たに人事・研修本部を管掌に加え、社長を補佐し、経営を担っております。
同氏が社内取締役選任基準を満たしていることや実績を踏まえ、本社部門の各分野の要職を経験したことに

よる優れた見識と能力を当社の経営に活かしていくことが必要であると判断して取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号

ご き た あきら

五木田 彬（1947年９月20日生）

1978 年４月 検事任官 東京地方検察庁(刑事部、公判部)
1979 年３月 水戸地方検察庁
1982 年３月 東京地方検察庁(刑事部、特別捜査部)
1985 年３月 大阪地方検察庁(特別捜査部)
1987 年３月 東京地方検察庁(特別捜査部)
1988 年３月 検事退官
1988 年４月 弁護士登録
1994 年５月 五木田・三浦法律事務所(現任)
2010 年６月 当社取締役(現任)
2016 年６月 三和ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
五木田・三浦法律事務所（弁護士）
三和ホールディングス株式会社社外取締役

所有する当社株式数
０株

取締役会への出席状況
18回（100％）

指名委員会への出席状況
５回（100％）

監査委員会への出席状況
15回（100％）

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）

●独立役員（㈱東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）
五木田彬氏につきましては、同取引所の定める独立役員として届け出ております。

●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
五木田彬氏からは、当社の社外取締役、また筆頭独立社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適

切なご意見をいただいております。
同氏は社外取締役選任基準を満たし、元検事及び弁護士としての専門的かつ豊かな知識と経験を有してお

り、当社の経営への幅広い助言による貢献及び監督機能強化を期待して社外取締役候補者といたしました。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって16年となります。

●なお、同氏の重任が承認された場合、定時株主総会終了後、同氏は指名委員（委員長）、監査委員（委員長）
を務める予定です。
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候補者
番 号

ひら の えい じ

平野 英治（1950年９月15日生）

1973 年４月 日本銀行入行
1999 年５月 同行国際局長
2002 年６月 同行理事(国際金融担当)
2006 年６月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役副社長
2014 年９月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長
2014 年10月 当社顧問(2017年９月契約満了)
2015 年５月 メットライフ生命保険株式会社取締役代表執行役副会長
2015 年６月 株式会社リケン社外取締役
2016 年６月 株式会社NTTデータ(現株式会社NTTデータグループ)社外取締役
2017 年９月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長(現任)
2017 年10月 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)経営委員長(2021年３月退任)
2022 年６月 当社取締役(現任)
2023 年10月 リケンNPR株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
メットライフ生命保険株式会社取締役副会長
リケンNPR株式会社社外取締役

所有する当社株式数
27,400株

取締役会への出席状況
18回（100％）

指名委員会への出席状況
5回（100％）

監査委員会への出席状況
15回（100％）

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）

●独立役員（㈱東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）
平野英治氏は、2014年10月より2017年９月までの３年間、当社の顧問の職にありましたが、同氏に対し

て当社から支払われた報酬は年間約360万円と多額でないため、社外取締役としての独立性は担保されている
ものと判断しております。
同氏につきましては、同取引所の定める独立役員として届け出ております。

●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
平野英治氏からは、当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切なご意見をいただいてお

ります。
同氏は、社外取締役選任基準を満たし、元日本銀行理事(国際金融担当)としての金融・証券界に対するグロ

ーバルで豊かな知見とその後の会社経営の経験を活かし、当社の経営への幅広い助言による貢献及び監督機能
強化を期待して社外取締役候補者といたしました。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

●なお、同氏の重任が承認された場合、定時株主総会終了後、同氏は指名委員及び監査委員を務める予定です。
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候補者
番 号

ぬま た ゆう こ

沼田 優子（1968年４月10日生）

1992 年４月 株式会社野村総合研究所入社
1997 年１月 Nomura Research Institute America, Inc.
2001 年10月 株式会社野村総合研究所
2004 年４月 株式会社野村資本市場研究所
2010 年６月 野村證券株式会社
2012 年４月 明治大学国際日本学部特任准教授
2013 年４月 当社アドバイザー(2022年３月契約満了)
2018 年４月 明治大学国際日本学部特任教授
2022 年４月 帝京平成大学人文社会学部教授
2022 年６月 当社取締役(現任)
2023 年４月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授(現任)
2024 年６月 日本航空電子工業株式会社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授
日本航空電子工業株式会社社外取締役

所有する当社株式数
2,900株

取締役会への出席状況
18回（100％）

報酬委員会への出席状況
10回（100％）

監査委員会への出席状況
14回（93％）

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）

●独立役員（㈱東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）
沼田優子氏は、2013年より当社のアドバイザーの職にありましたが、2022年３月末をもって契約を満了し

ております。また、同氏に対して当社から支払われた報酬は年間約360万円と多額でないため、社外取締役と
しての独立性は担保されているものと判断しております。
同氏につきましては、同取引所の定める独立役員として届け出ております。

●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
沼田優子氏からは、当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切なご意見をいただいてお

ります。
同氏は、社外取締役選任基準を満たし、日米金融機関の経営戦略の研究者として専門的かつ豊かな知識と経

験を有しており、これらの知見と女性の視点をも踏まえた当社の経営への幅広い助言による貢献及び監督機能
強化を期待して社外取締役候補者といたしました。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

●なお、同氏の重任が承認された場合、定時株主総会終了後、同氏は報酬委員（委員長）及び監査委員を務める
予定です。
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候補者
番 号

さか い ゆ か り

酒井 由香里（1968年６月23日生）

1991 年 4 月 野村證券株式会社入社(1997年9月に退職)
2005 年 1 月 株式会社コーポレートチューン取締役
2005 年 6 月 株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
2008 年 6 月 株式会社リプロセル社外監査役
2013 年 9 月 株式会社ビューティ花壇社外監査役
2016 年 6 月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)
2017 年10月 ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
2019 年 3 月 株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
2021 年 6 月 大平洋金属株式会社社外取締役(現任)
2022 年 6 月 トーヨーカネツ株式会社社外取締役
2025 年 3 月 株式会社SmartHR社外取締役(監査等委員)(現任)
2025 年 6 月 トーヨーカネツ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)
大平洋金属株式会社社外取締役
トーヨーカネツ株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社SmartHR社外取締役（監査等委員）

所有する当社株式数
0株

●社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号）

●独立役員（㈱東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）
酒井由香里氏につきましては、同取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

●社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
酒井由香里氏は、社外取締役選任基準を満たし、幅広い業種における社外役員としての専門的かつ豊かな知

識と経験を有しており、これらの知見と女性の視点をも踏まえた当社の経営への幅広い助言による貢献及び監
督機能強化を期待して社外取締役候補者といたしました。
同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

●なお、同氏の新任が承認された場合、定時株主総会終了後、同氏は報酬委員を務める予定です。
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第１号議案に関する注記
（役員等賠償責任保険契約の内容の概要）
当社は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
各候補者が選任された場合、当該Ｄ＆Ｏ保険の被保険者となります。
当社が締結しているＤ＆Ｏ保険契約の内容の概要は次のとおりです。
●補償地域は全世界、保険期間は2026年３月23日から2027年３月23日です。
●補償対象としている保険事故の概要は次のとおりです。
・会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者か
ら損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償
対象としています。

・このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生
した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。

●ただし、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社の採用するＤ＆Ｏ
保険では、公序良俗に反する行為において生じた損害については保険の適用がありません。

（ご参考１）
指名委員会の定める取締役候補者の選任基準は次のとおりであります。

【社内取締役】
・ 経営感覚に秀でていること
・ 指導力・先見性・企画力が優れていること
・ 遵法精神に富んでいること
・ 社内外の人望が厚いこと
・ 心身ともに健康であること

【社外取締役】
・ 人格・識見が優れていること
・ 豊かな業務経験あるいは専門知識を有すること
・ 遵法精神に富んでいること
・ 社外取締役としての独立性を維持できること
・ 心身ともに健康であること
・ 会社法施行規則に定められる社外取締役の要件、㈱東京証券取引所の定める、一般株主と利益
相反が生じるおそれのない独立役員の要件、いずれも満たすこと。

（ご参考２）
定時株主総会後の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の構成は以下を予定しております。
指名委員会 五木田 彬（委員長） 平野 英治 武樋 政司
報酬委員会 沼田 優子（委員長） 酒井 由香里 武樋 政司
監査委員会 五木田 彬（委員長） 平野 英治 沼田 優子
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（ご参考３）

当社取締役の有する経験及び専門性（スキル・マトリックス）

本株主総会における第１号議案が承認可決された場合の当社取締役が有する経験及び専門性は、以下のとおり
であります。

氏 名 地 位

経験及び専門性

企業経営・
ガバナンス 証券業 財務・会計

・金融
法律・

コンプライ
アンス

内部統制・
リスク管理

人事・労務
・総務 グローバル

武 樋 政 司 取締役会長 ● ● ● ● ● ● ●

玉 田 弘 文 取締役(兼)
代表執行役社長 ● ● ● ●

山 﨑 昇 一 取締役(兼)
代表執行役副社長 ● ● ● ● ● ●

五木田 彬 社外取締役 ● ● ● ●

平 野 英 治 社外取締役 ● ● ● ●

沼 田 優 子 社外取締役 ● ● ● ●

酒井 由香里 社外取締役 ● ● ● ● ●
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取締役（社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アド
バイザー及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予
約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第２号議案 
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基
づき、当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」
といいます。）の取締役（社外取締役を除く）、執行
役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー（21
頁をご参照ください。）及び従業員に対してストック
オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決
定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願
いするものであります。

1 特に有利な条件により新株予約権を引受け
る者の募集をすることを必要とする理由

当社グループの業績向上への意欲と士気を高めると
ともに、優秀な人材を登用することにより持続的に成
長する企業になることを目的とし、当社グループの取
締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、エグ
ゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対しストック
オプションとして新株予約権を無償で発行するもので
あります。

2 本株主総会において決定する事項に基づ
いて募集事項の決定をすることができる
新株予約権の内容及びその数の上限

(1)株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をする
ことができる新株予約権の数の上限
下記(3)に定める内容の新株予約権5,000個を上限

とします。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式の総数は、当社普通株式500,000
株を上限とし、下記(3)により当該新株予約権に係る
付与株式数が調整された場合は、当該新株予約権に係

る調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じ
た数とします。

(2)株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をする
ことができる新株予約権につき、金銭の払込は要
しないこととします。

(3)株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をする
ことができる新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式と

し、各新株予約権の目的である株式数（以下、「付
与株式数」といいます。）は100株とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により付与株式数を調整するものとし
ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、
当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的
となる株式の数について行われ、調整の結果生じる
１株未満の端数についてはこれを切り捨てるものと
します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を
行い本新株予約権が承継される場合、当社が新設分
割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式
交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認
める株式数の調整を行います。
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調整後
払込金額 ＝ ×調整前

払込金額
1

分割・併合の比率

※1

調整後
払込金額 ＝ ×調整前

払込金額
既発行株式数

既発行株式数＋新規発行株式数

+
新規株式発行前の１株当たりの時価

新規発行株式数×１株当たりの払込金額※2
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②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、次により決定される１株当たりの払込金額（以
下、「払込金額」といいます。）に付与株式数を乗じ
た金額とします。
払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月

の前月の各日（取引が成立していない日を除く）の
東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の
平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切
り上げ）とします。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日

の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値
（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終
値）を下回る場合は、当該終値とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または

株式併合を行う場合は、下記算式（※1）により払
込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数
は切り上げます。
また、新株予約権発行日後に時価を下回る価額で

新株を発行または自己株式の処分（新株予約権の行
使による場合を除く）を行う場合は、下記算式（※2)
により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未
満の端数は切り上げます。
下記算式（※2）において、「既発行株式数」と

は当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普
通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしま
す。

③新株予約権を行使することができる期間
2028年６月21日から2036年６月20日までの範

囲内で、取締役会において決定するものとします。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
いて増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとし
ます。

(ⅱ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おいて増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載
の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加
する資本金の額を減じた額とします。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要

します。

⑥新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めません。

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主総会参考書類

21

⑦合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
に関する事項
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に

限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といい
ます。）をする場合において、組織再編行為の効力
発生の時点において残存する新株予約権（以下、
「残存新株予約権」といいます。）の新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１
項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、
「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとします。こ
の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編
対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしま
す。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新
株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものと
します。

(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する
新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権
の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしま
す。

(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
類
再編対象会社の普通株式とします。

(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じ
て決定します。

(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
上調整した再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決
定される当該新株予約権の目的である株式の数を
乗じて得られる金額とします。

(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記③に定める新株予約権を行使することができ
る期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう
ちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約
権を行使することができる期間の満了日までとし
ます。

(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記④に準じて決定します。

(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対
象会社の承認を要するものとします。

(ⅷ) 新株予約権の取得条項
上記⑥に準じて決定します。

⑧１株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株

式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとします。

※エグゼクティブ・アドバイザーとは、社内外の役員クラスで
特定分野に高度な能力を有する人材にその能力を発揮しても
らうための職種で、常勤で会社の担当業務を遂行するものを
いいます。

以 上
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いちよしのクレド（企業理念）

【参考事項】いちよしの企業理念と経営体制について
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定着
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1．社員のために（人的資本について）
（１）企業理念・企業戦略と人材戦略

当社は、企業理念の中心に「いちよしのクレド」を置き、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合
言葉に、その実現に取り組んでおり、この「いちよしのクレド」は、当社の社会的存在意義を示す全役職員共
通の価値観として、当社のあらゆる戦略の根底となっています。
そして、「いちよしのクレド」では、当社の「存在価値」を「一人一人のお客様のお役に立つことにより、

地域社会と証券市場の発展に貢献する」ことと宣言しております。
当社は20数年来、仕組み債など、リスク・リターンの仕組みなどが複雑でお客様による理解が難しく、お客

様のためにならない商品は取り扱わないという決意を、「売れる商品でも、売らない信念」と名付けた７つの
「いちよし基準」として掲げ、売買手数料中心の「フロー型ビジネスモデル」から、投資信託の信託報酬やラ
ップフィーの安定収益を中心としたお客様本位の「ストック型ビジネスモデル」への転換を目指して参りまし
た。
また、2019年からは、急速な環境の変化に対応し、「ストック型ビジネスモデル」への転換をより一層推進

するため、20年振りの「改革の断行」に取り組んでおり、新たに、お客様のために為すべきこととして、「売
れる商品でも、売らない信念」と並ぶもう一つの柱に「お客様独自のオーダーを仕立てる信念」を掲げ、お客
様一人ひとりのニーズに即したオーダーメイドのポートフォリオ提案に取り組んでおります。
この当社の企業戦略「ストック型ビジネスモデル」の確立は、まさに当社の存在価値である「一人一人のお

客様のお役に立つこと」＝「お客様第一の理念」をビジネスモデルとして具体化したものです。そしてこのビ
ジネスモデルを実践すべく、ファンドラップや投資信託のご提案を中心としたお客様本位の中長期的な資産運
用アドバイスを実行していくためには、お客様一人ひとりのニーズやライフプランにアドバイザーが深く寄り
添うことが求められ、その実践力こそが当社の競争優位を生み出します。
このことから、当社は、企業理念たる「いちよしのクレド」におきましても、「社員」「お客様」「株主」「社

会」という当社の各ステークホルダーに対して当社があるべき姿を明示するなかで、第一番目に「社員のため
に」を置き、お客様第一の理念を実践する大前提として、高い専門性と豊かな人間力によってお客様との強い
信頼関係を築くことのできる「社員」、すなわち「人材」こそが当社の存在価値の実現のための源泉であり、
当社にとって人材戦略が企業戦略の中心であることを宣言しています。

（２）人材の「採用」・「育成」・「定着」に対する考え方
お客様本位の「ストック型ビジネスモデル」への転換を実践するためには、

お客様からの信頼と当社の基礎体力のバロメーターである「預り資産」の拡
大が不可欠であり、そのための「採用」（人材の量的増強）とお客様に深く寄
り添い、中長期的に伴走させていただくためのアドバイザーの「育成」（人材
の質的向上）、そして「定着」（物心両面の労働環境の充実）、この３つの要素
をしっかりと循環させ、強化していくことこそが当社の成長、企業価値向上
のための最大の先行投資であると考えています。
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（ⅰ）人材の採用
お客様との深いリレーションを構築し、中長期的なアドバイス活動を実践させていただくため、アドバイザ

ーには、証券分野を始めとした金融関連の知見のみならず、他の分野への広い見識、高い倫理観、懐の深い人
格、これらに基づく高度なコミュニケーション能力が求められます。そのために、当社は新卒採用にとらわれ
ず、中途採用を積極的に行っています。また、当社は従来の「フロー型ビジネスモデル」からお客様本位の
「ストック型ビジネスモデル」への転換を、業界他社に先んじて取り組んでいます。そのため、中途採用にお
いては、従来のビジネスモデルに馴染んだ証券業経験者より異業種からの証券業未経験者のキャリア採用を積
極的に行っており、成功しています。
お客様との中長期的なリレーション構築のための地域限定職の採用、結婚・養育・介護など様々な理由で退

職を余儀なくされながらも高度なスキルを保有する元社員を迎え入れるためのリターン社員採用、その促進策
としてウエルカム・カムバック制度なども整備しております。
また、社員の多様性の尊重の観点から、積極的に外国籍従業員のアドバイザーでの採用も行っております。

・新卒・中途採用者数の推移（単体）
入社年度 2022 2023 2024 2025 2026

新卒採用者数（名） 38 40 43 46 71
中途採用者数（名） 21（35.6％） 46（53.5％） 57（57.0％） 98（68.1％） 130*（64.7％）

合計（名） 59 86 100 144 201*
※括弧書きは採用者数に占める割合 * 計画値

・新卒採用における女性採用者の割合の推移（単体）
入社年度 2022 2023 2024 2025 2026

女性採用比率（％） 44.7 47.5 44.2 39.1 28.2

・社員に占める中途採用者の割合の推移（単体）
年度末 2021 2022 2023 2024 2025

中途採用者比率（％） 44.9 44.4 45.3 45.9 47.7

・社員に占める地域限定型社員の割合の推移（単体）
年度末 2021 2022 2023 2024 2025

地域限定型比率（％） 42.9 44.5 47.3 50.5 52.6

・外国籍採用者数の推移（単体）
入社年度 2022 2023 2024 2025 2026

外国籍採用者数（名） 2 3 4 5 8
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（ⅱ）人材の育成強化と評価
「ストック型ビジネスモデル」の構築に向け、お客様一人ひとりのニーズやライフプランに沿ったアドバイ

スを実践するためには、アドバイザーの質の向上が不可欠です。そのため、「いちよしのクレド」の社員への
浸透を最優先に、教育・研修を行っています。具体的には、当社の社会的存在価値を全従業員が共有するた
め、グループを含む全役職員が常時「いちよしのクレド」を肌身離さず携帯しています。加えて、クレドの唱
和のみならず、アドバイザーのクレドの実践例を定期的に全社に紹介するクレドアワーの時間を設け、当社の
社員共通の価値観としてのクレドを浸透させています。
また、各アドバイザーの経験年数や職位に応じた階層別研修や管理職研修を行うなど社内研修の充実に努め

ており、特に経験の浅い新卒・中途採用社員については、インストラクター制度やフォローアップ研修による
一層手厚い教育体制により、金融資産アドバイザーとしての基礎を身につけるためのプログラムを整備してお
ります。さらに、新入社員については、OJT（現場教育）として実践でアドバイザーの業務を体得するための
GA（グロース・アドバイザー）制度を導入して指導しています。
社員のスキルアップ支援としては、「自己成長プログラム」を設け、証券アナリストやCFPなどの資格取得

をサポートし、資格取得者には報奨金を授与するとともに、資格取得以外の見識を広めるような通信教育講座
にも受講料の補助制度を設けるなど、お客様のお役に立つための社員の自己研鑽を奨励しております。
また、同業・異業種を問わず他社への出向を通じて広い見識・経験を培い、業務の視野を広げ、当社業務の

効率化や改善に活かすためのトレーニー派遣制度も整備しております。
評価につきましては、「ストック型ビジネスモデル」の構築に向け、2019年10月からアドバイザーの評価

項目のうち「手数料」を除外し、お客様からの信頼のバロメーターと考えている「預り資産の純増」を中心と
した評価方法を確立しています。さらに、お客様とのコンプライアンスに関する事項を重視し、総合的な業績
評価を行い、成果主義もしっかりと取り入れた評価制度を整えております。
・各種研修の実施回数及びのべ受講者数の推移（e-learningを除く）（連結）

年度 2021 2022 2023 2024 2025
実施回数（回） 50 53 59 96 95

のべ受講者数（名） 764 748 1,024 1,812 2,206

・自己成長プログラム及び通信教育講座の申込件数の推移（連結）
年度 2021 2022 2023 2024 2025

自己成長プログラム（件） 40 23 30 38 65
通信教育講座（件） 117 78 75 110 104

・管理職に占める中途採用者の割合の推移（単体）
年度末 2021 2022 2023 2024 2025

中途管理職比率（％） 45.8 47.0 46.0 46.0 44.5

・管理職に占める女性の割合の推移（単体）
年度末 2021 2022 2023 2024 2025

女性管理職比率（％） 14.2 16.1 19.0 19.2 20.3
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アドバイザーの能力を最大限高めるべく多種多様な研修を継続的に実施するため、研修関連施設を従来の倍に
増床し、本社内に「研修センター」を設置するなど、研修環境の充実に努めています。
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（ⅲ）人材の定着
「ストック型ビジネスモデル」の構築には、社員が定着し自らの仕事に誇りと自信を持って意欲的に仕事に

取り組むことが必要であり、物心両面にわたる労働環境の充実を実現するため、2017年から「働きやすい・
やりがいがある職場」作りに取り組んでいます。経営陣は半期ごとに、「働きやすい・やりがいがある職場」
作りのため、労働環境から業務の改善に至るまで50を超える項目について、その進捗度合を精査し、継続的に
改善を重ねております。

・従業員の平均給与の対前年比増減率（単体）
年度 2022 2023 2024 2025

平均給与（円） 6,358,551 6,519,035 7,265,364 7,836,232
対前年比増減率（％） ▲2.32％ 2.52％ 11.45％ 7.86％

・男女の賃金差異（連結）
年度 2022 2023 2024 2025

賃金差異（％） 70.8 72.2 77.1 78.1
・男女の平均継続勤続年数（単体）

年度末 2022 2023 2024 2025
男性 16年11ヶ月 17年０ヶ月 16年７ヶ月 15年６ヶ月
女性 12年９ヶ月 13年１ヶ月 13年２ヶ月 12年８ヶ月

・男性の育児休業取得率（連結）
年度 2022 2023 2024 2025

取得率（％） 57.1 106.3 108.3 110.0
・有給休暇の取得率（連結）

年度 2022 2023 2024 2025
取得率（％） 58.9 58.4 53.1 56.5

・一人あたりの所定外労働時間（月間）の推移（連結）
年度 2022 2023 2024 2025

所定外労働時間（時間） 16.55 15.45 14.50 15.16
・新卒採用における入社年度別３年以内の離職率の推移（単体）

入社年度 2020 2021 2022 2023
離職率（％） 40.0 43.8 50.0 27.5

・従業員持株会の加入者比率（連結、2025年度末）
加入者比率（％） 加入者数（名） 対象者数（名）

82.8 844 1,019
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2．お客様のために（お客様本位の業務運営について）
いちよしグループは、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合言葉とし、「金融・証券界のブランド・

ブティックハウス」を目指しています。当社は創業以来「お客様第一」を理念として業務を行ってきました。
1990年代後半の「日本版金融ビッグバン」を契機に、「貯蓄から投資へ」の推進に向け、お客様の資産を安全・
着実にじっくりと増やすために、お役に立てる証券会社を目指し、お客様本位の「ストック型ビジネスモデル」
（資産管理型ビジネスモデル）への転換を図っております。

【いちよしグループの「トライアングル・ピラミッド経営」】
いちよしグループでは独自の「トライアングル・ピラミッド経営」を実践しています。「リサーチ」を基盤

として、「商品・運用」、「リテール部門」、「法人部門」の正三角形４面体と土台である「バックアップ」でそ
れぞれを支えあうことにより、各部門及び関係各社の機能を最大限に発揮させることを目的とした経営スタイ
ルです。さらに各部門のコ・ワーク（共同業務推進）によるシナジー効果により、お客様に「より良いサービ
ス」、「より良い商品」、「より良い情報」をご提供し、その結果として、お客様の大切な金融資産の運用及び企
業経営のお役に立つことになると考えております。
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いちよしグループはこれからも、「売れる商品でも、売らない信念」と「お客様独自のオーダーを仕立てる
信念」のもと、お客様本位のアドバイス活動を実践し、お客様本位の対面アドバイスにこだわり抜いた「金
融・証券界のブランド・ブティックハウス」の実現を目指して参ります。

私たちは、お断りする事があります。
「いちよし基準」＝「個人のお客様向け商品についての原理原則」
○公募仕組み債は取り扱いません。
○債券は高格付けのみとし、不適格債は取り扱いません。
○私募ファンドを取り扱いません。
○個別外国株は、勧誘しません。
○投信運用会社は、信頼性と継続性で選びます。
○先物・オプションは勧誘しません。
○ＦＸ（外為証拠金取引）は取り扱いません。

私たちは、この「いちよし基準」を20年来守り続けています。

私たちは、為すべき事があります。
〇お客様ひとりひとりに最もふさわしい一着を仕立てあげる
「テーラー」のように、いちよし証券は、お客様のオンリ
ーワンのパートナーとして長くお取引いただける会社を目
指しています。

〇お客様のニーズを十分にお聞きし、お客様のご意向に沿っ
たポートフォリオをご提案いたします。

〇市場変動やお客様のニーズの変化に応じて、ポートフォリ
オのアフターフォローに努めます。
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3．株主のために（資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について）
当社は、かねてより、株主を始めとするあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、中長期的な企業価値

の向上を計り持続的な成長の実現を目指し、Ｐ/Ｌ（損益計算書）の売上や利益水準を意識するのみでなく、Ｂ/Ｓ
(バランスシート）をベースとする資本コストや資本収益性を十分に意識した経営に取り組んで参りました。
Ｂ/Ｓをベースとした企業価値の指標の一つであるＰＢＲ（株価純資産倍率）は、ＲＯＥ（自己資本利益率）

とＰＥＲ（株価収益率）の積で求められますが、当社は、ＲＯＥの向上、特に自己資本比率を高い水準で維持し
た上での資本収益性の向上が、ＰＢＲの改善のためにも最も重要であると考えております。
具体的には、当社の経営目標であるお客様本位の「ストック型ビジネスモデル」の確立を目指す中で、中長期

的に継続して資本コストを上回る資本収益性を達成し持続的成長を実現するために、安定収益の源泉となる投資
信託やラップを中心とした預り資産の拡大を計っております。
また、預り資産の増加と営業収益の増加は相関関係にあることが検証されていることから、この預り資産の拡

大こそが営業収益を増加させると考えております。そして、この営業収益のなかでも信託報酬やラップフィー等
のいわゆる安定収益の増加がコストカバー率（安定収益の販売費・一般管理費に対する比率）を高め、ＲＯＥの
上昇に繋がり、ＰＢＲの向上に資すると考えております。
よって、「預り資産残高」とストック型ビジネスモデル確立の進捗状況を計る指標としての「コストカバー率」

を経営の最重要指標としており、中期経営計画におきましても「預り資産」「コストカバー率」「ＲＯＥ」を目標
値として掲げております。

【新中期経営計画「ターゲット５ ＜ONE TEAM＞」】
2026年４月よりお客様本位の「ストック型ビジネスモデル」への転換をより一層加速させるべく、新中期

経営計画「ターゲット５ ＜ONE TEAM＞」（計画期間：2026年４月から2030年３月末までの４年間）をス
タートしております。

ターゲット５ ＜ONE TEAM＞ の計画目標

項 目 数値目標
（2030年3月末）

預り資産 ５兆円
ベース資産（ドリコレ）・準ベース資産（いちばん星＆ミズナラ）等の

預り資産全体に占める割合 30％

コストカバー率 ※ 100％

ROE（自己資本当期純利益率） 15％
※コストカバー率＝（信託報酬＋ラップフィー）/ 販売費・一般管理費

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主総会参考書類

31

【剰余金の配当等の決定に関する方針と実績】
①剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の配当は、業績連動型の配当方針を基本とし、配当性向をベースとした配当を行っておりますが、株主
の皆様への適切な利益還元を継続して充実させていくことを目的として、純資産配当率（ＤＯＥ）についても
勘案して配当額を決定しています。
具体的には、連結ベースでの配当性向（50％程度）と純資産配当率（ＤＯＥ２％程度）を配当基準とし、半

期毎に算出された金額について、いずれか高いものを採用して配当金を決定しております。

②剰余金の配当の実績
①の配当方針に基づき、当期の剰余金の配当は、中間配当、期末配当ともに連結配当性向を算出基準として

採用させていただきました。
また当社が、2025年８月18日に創立75周年を迎えたことを記念し、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意

を表するため、創立75周年記念配当として、2025年９月末の株主に対して中間配当時に１株当たり10円、
2026年３月末の株主に対して期末配当時に１株当たり10円、の合計年間20円とする方針を決定しておりま
す。
以上により、当期の１株当たりの配当金は中間配当30円（うち記念配当10円）、期末配当59円（うち記念

配当10円）の年間89円とさせていただきました。

過去３年間 配当金推移
2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

中間配当金 17円 17円 20円

期末配当金 17円 17円 49円

記念配当金 ― ― 20円

年間配当金 34円 34円 89円
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4．社会のために（気候変動について）
(1)気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響
当社顧客の中長期的な資産運用において適正な資産評価と資産配分を実現するためには、投資対象企業によ

る気候変動関連のリスクや収益機会に関する一貫性のある適切な情報開示が必要であり、これがなければ、当
社顧客の金融資産運用に支障をきたす要因になります。その結果、顧客の金融資産運用の安定性や中長期パフ
ォーマンスが低くなれば、当社との取引機会が減り、当社の業績が悪化することにつながります。
反対に、投資対象企業による一貫性のある適切な情報開示がなされれば、これによる当社顧客の金融資産運

用の安定性や中長期パフォーマンスの向上が見込まれ、当社業績の拡大につながります。
こうした観点から、中小型成長株のリサーチに長年、特化している当社グループの㈱いちよし経済研究所

（IRI）においては、気候変動を含むESG達成に向けた対象企業の取組みをリサーチ銘柄選別の際の重要な基準の
一つとし、そのリサーチ結果を当社顧客の資産運用に活かしています。
また、当社グループ会社のいちよしアセットマネジメント㈱（IAM）においても、IRIによるESG関連のリサ

ーチ結果を投資信託運用に活かしています。
さらに、IAMはESG達成に向け積極的に取り組む企業を投資対象に組み入れた「いちよしSDGs中小型株ファ

ンド」を運用しています。
従って、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響を検証する有力な指標

の一つは、当社の預り資産とIAMの公募投信運用資産残高の推移と考えています。

(2)TCFD提言に基づく気候変動への対応について
当社は、「サステナビリティ基本方針」を策定し、当社として取り組むべき課題を重要課題（マテリアリテ

ィ）として特定しておりますが、そのうち「社会のために」として「CO２排出量削減への取組み強化」を掲げ、
気候変動に取り組む社会の一員として貢献していきたいと考えております。
そして、この取組みを社内外に伝える気候関連財務情報開示の重要性に鑑み、気候関連財務情報開示タスク

フォース（TCFD）に賛同し、これに基づく情報開示の拡充にも取り組んで参ります。
（詳細につきましては当社ホームページをご参照ください。 https://www.ichiyoshi.co.jp/sustainability/tcfd）

①ガバナンス
当社は、業務執行の監督機能を有する取締役会の傘下に、サステナビリティ推進への取組みを企画・実行・

検証・改善を行う会議体として「サステナビリティ推進会議」を設置しています。議長は執行役社長が務め、
取締役会への定期的な報告を行います。事務局である「サステナビリティ推進室」は、専門部署として当社の
サステナビリティ推進の中核を担います。

②戦略
気候変動が当社の事業に与えるリスクと機会のうち、リスクについては、低炭素経済への「移行」に関する

リスクと、気候変動による「物理的」変化に関するリスクを想定し、また、機会については、「商品/サービ
ス」、「市場」の側面を捉え、想定される状況や影響について検討いたしました。検証の結果、リスクについて
は当社の事業に重大な影響を与えるものではないと認識しておりますが、状況変化を監視し定期的な検証を続
けて参ります。
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③リスク管理
気候変動関連リスクは金融商品取引業者としての業務上のリスクに広範かつ複雑に関連することが想定され

ることから、当社の主要なリスクの一つとして全社的なリスク管理の協議機関である「リスク管理会議」にて
管理を行います。当該内容は「内部統制委員会」に報告され、同委員会での審議・検討を経て取締役会に報告
されます。

④指標と目標
サプライチェーン排出量に関する国際的基準である温室効果ガス（GHG）プロトコル等との整合を図るた

め、環境省と経済産業省が策定したガイドラインに基づき、当社のGHG排出量（Scope1、2）を算出しまし
た。
なお、当社では脱炭素社会の実現に向けて、当社のGHG排出量（Scope1、2）を2050年度までにネット

ゼロとすることを目標に掲げています。この指標と目標により気候変動のリスクと機会を評価し、当社の取組
みの進捗状況などを測って参ります。

＜GHG排出量（単位：t-CO2）＞ Scope1 Scope2 合計
2024年度 432 850 1,282
2025年度（概算値） 415 859 1,274
(注)算定の対象は当社及び連結子会社。社員寮は対象外としています。

いちよし証券は20年来、様々な社会貢献活動に取り組んでいます
いちよしマングローブの森プロジェクト

（2009年度から 累計植林数530,000本）
温暖化被害の対策となる天然の堤防、マング
ローブの植林･保全活動を支援しています。

人道医療支援プロジェクト
（2009年度から 小児用予防接種ワクチン約1,200,000人相当）

基礎的な医療の提供や保健機関の再構築、現
地スタッフの育成等を支援しています。

いちよし盲導犬育成プロジェクト
（2005年度から ８頭がデビュー）

盲導犬の育成や視覚障がいリハビリテーショ
ン事業を支援しています。

校舎建設プロジェクト
（1996年度から 東アジアを中心に９カ国14校建設）

途上国で暮らす子どもたちの学習環境の改
善、整備を支援しています。

本社ビル屋上菜園プロジェクト Edible KAYABAENのパートナーとして、子どもたちの自然活動を支援
しています。

金融教育プロジェクト 中高生を対象に、金融や将来のキャリアを考えるための教育に取り組ん
でいます。

いちよしSDGs中小型株ファンド SDGsの達成に関連した事業を展開する国内中小型株式に投資していま
す。
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＜経営体制とコーポレート・ガバナンス＞
当社は、2003年６月より現在の指名委員会等設置会社に移行しました。その結果、経営の意思決定・監督機

能と業務執行機能が、各々有効に機能するように制度的に分離されたガバナンス体制となりました。従いまし
て、経営の意思決定・監督は取締役会及び各委員会が行い、実際の業務執行は執行役及びそれを補佐する執行役
員が行っています。
体制図
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(1)経営の意思決定・監督機能
①取締役会

経営の意思決定機関として法令または定款に定め
る事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに
経営における重要な事項を決定あるいは承認し、取
締役及び執行役の職務の執行を監督しています。

②指名委員会
株主総会に議案として提出する取締役の選任及び

解任について審議・決定しています。
③報酬委員会

取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別の報
酬等の内容について審議・決定しています。

④監査委員会
取締役及び執行役の職務執行の監査並びに監査報

告の作成、株主総会に議案として提出する会計監査
人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないこ
とについての決定等を行います。また、監査委員会
が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役及
び執行役の意思決定の適法性・妥当性の監査、内部
統制システムの整備状況等についての監査を行って
います。
なお、監査委員会の職務を補助する組織として監

査委員会室を設け、専任使用人を配置して、監査業
務を補助しています。

⑤経営委員会
取締役会の諮問機関として、円滑な会社経営が行

われることを目的として経営に関する重要事項、緊
急を要する事項を審議し、取締役会に報告しています。

⑥内部統制委員会
当社及び子会社各社における内部統制に関する一

元的な管理体制を構築するため、内部統制方針の策
定及び内部統制に関する個別重要事項等の審議を行
っています。
なお、執行役社長直属の機関として内部監査部を

置き、内部監査を実施することにより、内部統制の
有効性と効率性を確保しています。

⑦執行に従事しない取締役の会議
当社グループ及び証券業界並びに経済社会等の幅

広い情報交換等をするために、取締役会長を議長と
し、その他４名の社外取締役で行っています。

⑧独立社外取締役の会議
独立した客観的な立場に基づいて情報交換・認識

共有を図り、取締役会においてより積極的な議論を
行うことにより、取締役会の有効性に貢献していま
す。また、筆頭独立社外取締役を選任しています。

(2)業務執行
①執行役

取締役会より委任を受けた事項について業務執行
の決定を行い、迅速な意思決定と機動的な業務執行
を行っています。

②執行役会
取締役会より委任された事項を決議するととも

に、各執行役間の調整と意思統一を図ることによ
り、業務執行の推進を図っています。

③執行役員
担当執行役の指示の下に業務執行を行っています。

④その他の会議体
サステナビリティへの取組みの企画・実行・検

証・改善を行う「サステナビリティ推進会議」を設
置し、内部統制委員会の下部組織として、「リスク
管理会議」（全社的なリスク管理に関する事項につ
いて協議・対応する）、「統括コンプライアンス会
議」（コンプライアンス会議の検討事項等について
アドバイスを行い、決定事項等の検証を行う）、及
び「コンプライアンス会議」（部署ごとのリスクの
洗い出しや検討、周知事項の徹底等を行う）を設置
しています。
また、執行役による決議機関として、「情報開示
会議」(重要な情報が発生した場合に、ステークホ
ルダーに対し、適正に網羅的かつ適時な情報開示体
制を整備し運用する）及び「IT会議」（システム投
資やその運用に関する事項及び情報セキュリティに
関する事項を審議する）等を適宜開催しています。
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(3)取締役会の実効性を確保するための諸施策
当社の取締役会は、コーポレートガバナンス・コード制定以前より、指名委員会等設置会社として、経営と

執行を分離した体制の下で、社外取締役と執行部門との間で十分な意見交換がなされ、これに基づき運営され
てきました。現在も取締役会では、自由闊達な議論が常時行われており、社外取締役の指摘に執行部門が耳を
傾け、社外取締役から見て追加情報が必要な案件については継続審議とするなど、透明性が確保された適切な
運営がなされております。

さらに、こうした取締役会の実効性をより強化するために、当社では以下のような諸施策をとっております。

①執行に従事しない取締役の会議・独立社外取締役の会議の開催
独立かつ客観的な観点から経営を監督することを目的として、取締役会長を議長とした執行に従事しない取

締役のみで構成する会議を設置し、さらに、独立かつ客観的な観点から経営にかかる情報交換・認識共有を図
ることを目的として、筆頭独立社外取締役を議長とした独立社外取締役のみで構成する会議を設置し、随時開
催しております。
執行に従事しない取締役の会議では、経営に関する事項に加え、証券業界、経済・社会情勢等、幅広い事項

について意見・情報を交換し、自由な討論を行うことによって、取締役会の議論がより実効性を強化できるよ
う努めており、当事業年度は15回開催して、主に日米の政策金利の行方や政治の動きがマーケットに与える影
響、最重要経営指標である預り資産及びコストカバー率の動向、人材活用、社会貢献活動等について議論を行
いました。
独立社外取締役の会議は、当事業年度に３回開催し、経営全般に関する事項について忌憚のない議論を行い

ました。

②取締役会の実効性に関するアンケートの結果概要
当社では、取締役会が適切に機能しているかを検証し、その結果を踏まえ問題点の改善や長所の強化等の適

切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会の実効性の向上を図ることを目的として、
2017年以来毎年、全取締役を対象に取締役会の実効性に関するアンケート（33項目）を実施しております。
その結果、当社取締役会は、指名委員会等設置会社としての特徴を活かし、取締役会の構成、運営、議案の

選定、審議の内容等において、業務執行の決定と執行役等の職務の執行の監督とが適切に遂行され、実効性を
確保していることが確認されました。
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＜サステナビリティ推進のための基本方針と運営体制＞
当社では、より一層の取組みを強化するとともに、サステナブルな社会の実現に貢献するための基本的な考え

方として「サステナビリティ基本方針」を策定しております。

サステナビリティ基本方針
「いちよしのクレド」の下、環境や社会、地域を取巻く様々な課題に取り組み、その発展に貢献すること
により、金融・証券界において持続的に成長していくため、より強固なビジネスモデルの構築と企業価値
の向上に努めます。

当社の取組みに対して以下のような認定や評価を受けています。

2021年に厚生労働省より「えるぼし認定」の最高位の認定を受けました。「える
ぼし認定」は一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を
認定する制度です。

東京証券業健康保険組合が取り組んでいる「健康企業宣言」へ参加し、企業と全従
業員が一体となり健康づくりに取り組んでいます。定められた7分野18項目への達
成基準をクリアし、健康優良企業として「銀の認定」を取得いたしました（健銀第
599号）。

公益財団法人東京財団政策研究所の研究報告「CSR白書2024 企業の価値創造を
支えるCSRと人的資本経営」に当社の取組みが紹介され、「社員の働きとクレドに
よって支えられた慣習が、本業の枠にとらわれない取組みの推進を可能にしてい
る。クレドや企業文化がCSRと人的資本経営の間を取り持っている。」と評されま
した。
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事業報告
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１．いちよしグループの現況に関する事項
(1)事業の経過及びその成果
当連結会計年度（以下、当期）の日本経済は、中東

情勢の悪化による影響が警戒されましたが、緩やかな
回復が続きました。個人消費は物価高の影響を受けな
がらも所得の改善から持ち直しがみられました。企業
の生産活動は、一部に米関税の影響がありましたが、
総じて回復が続き、設備投資は人工知能（ＡＩ）関連
や建設投資などが堅調でした。海外経済は地域間で強
弱がみられるものの、インフレ圧力が和らぎ、緩やか
な成長が維持されました。
日本の株式市場は大幅上昇し、年明け後の２月下旬

に日経平均株価は６万円に迫りました。米関税ショッ
クで、日経平均株価は、４月に一時３万1,000円を割
り込みましたが、７月下旬の日米関税合意などから安
心感が広がり、10月には初めて５万円台に乗せまし
た。さらに高市新政権による積極財政への期待から、
11月４日には日経平均株価が５万2,636円まで上昇
しました。その後はＡＩ・半導体関連株の割高感が意
識され弱含む場面もありましたが、年明け以降は財政
拡張路線や成長投資への期待が高まる中、衆院選明け
から海外勢の買いが盛り上がり、日経平均株価は２月
26日の取引時間中に５万9,332円まで上昇しました。
しかし、３月に入り、中東情勢の悪化による原油価格
の高騰などを背景に、世界の株式市場が下落基調を強
め、日経平均株価は５万1,063円で当期末を迎えまし
た。
外国為替市場で、対ドルの円相場は期初１ドル＝

149円台でした。４月22日には139円台後半となり
ましたが、夏場以降は円安圧力が強まりました。年明
け１月中旬に159円台を付けたことで、為替介入への
警戒から反転し、一時は152円台まで円安が修正され
ましたが、中東情勢の悪化を背景としたドル買い需要
もあり、当期末は158円台で終えました。

高い成長可能性を有する企業向けの市場である東証
グロース市場で、東証グロース市場指数は期初820で
した。４月７日には686まで急落し、８月19日には
1,037まで回復しましたが、大台が定着せず、当期末
は911で終えました。東証グロース市場250指数は期
初636で始まり、４月７日に534まで下落しました。
８月19日には800まで上昇しましたが、その後は調
整と反発を経て699で当期末を迎えました。
当期における東証プライム市場の一日平均売買代金

は６兆7,015億円、スタンダード市場の一日平均売買
代金は2,090億円、グロース市場の一日平均売買代金
は1,910億円となりました。
当社におきましては、お客様本位の「ストック型ビ

ジネスモデル」の構築を目指し、中期経営計画「３・
Ｄ」の目標である預り資産３兆円を達成すべく、引き
続きファンドラップと投資信託によるストック型資産
の増加に取り組んで参りました。
また、本年３月末をもちまして「３・Ｄ」の計画期

間が終了したことに伴い、「ストック型ビジネスモデ
ル」への転換をより一層加速させるべく、４月より新
中期経営計画「ターゲット５＜ＯＮＥ ＴＥＡＭ＞」
をスタートしております。
この「ストック型ビジネスモデル」への転換の進捗

度合を計る最適指標であるコストカバー率（投資信託
の信託報酬やラップフィー等のいわゆる安定収益の販
管費に対する比率）は、84.3％（前期は71.4％）と
なりました。
また、安定収益の受入手数料全体に占める割合は、

64.7％（同0.6ポイント増）となりました。
ストック型資産の中核となります いちよしファン

ドラップ「ドリーム・コレクション（愛称：ドリコ
レ）」につきましては、サービス開始から10周年を迎
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えました現在も、お客様の保守的な資産の中長期運用
商品としてのニーズがますます拡がっており、当期末
の残高は4,402億円（前期末比34.5％増）と順調に
推移しました。
2024年よりサービス提供を開始しております、ド

リコレをＮＩＳＡ口座の成長投資枠にてご利用いただ
ける「ドリコレNISA」、毎月自動的に増額ができる
「ドリコレ・ミニ」、運用資産を換金することなく資産
承継ができる次世代承継サービス「ドリコレ・パス」
と合わせまして、今後もお客様の世代を超えた中長期
的な資産形成をサポートして参ります。
また、投資信託（ラップを除く）につきましては、

「いちよし・グローバル株式ファンド（愛称：いちば
ん星）」や「いちよし日本好配当株＆Ｊリートファン
ド（愛称：明日葉（あしたば））」、「ブラックロック世
界好配当株式オープン（愛称：世界の息吹）」等、お
客様のニーズに即した提案に努めて参りました。
当期末の投資信託の残高は、8,646億円（前期末比

13.4％増）となりました。
いちよしアセットマネジメントにおきましては、運

用資産残高を順調に伸ばし、当期末の運用資産残高は
7,443億円（前期末比27.8％増）となりました。
株式につきましては、インフレの下での安定性と配

当に注目した資産株のご提案に加え、当社グループの
強みである いちよし経済研究所のリサーチ力を活か
した中小型成長企業への投資のご提案をするなど、引
き続きお客様の中長期における資産形成としての株式
投資をお勧めして参りました。
以上の結果、当社グループの純営業収益は245億８

百万円（前期比30.6％増）となりました。また、販
売費・一般管理費は183億47百万円（同11.4％増）
となり、差し引き営業利益は61億60百万円（同169.5
％増）となりました。
なお、当期末の預り資産は、２兆6,475億円（前期

末比20.1％増）となりました。
(2)受入手数料等及び販売費・一般管理費等
①受入手数料

受入手数料の合計は239億２百万円（前期比
30.3％増）となりました。
委託手数料
株券の委託手数料は59億３百万円（前期比36.6

％増）となりました。
このうち、中小型株式の委託手数料は６億62百

万円（同41.4％増）となり、株券の委託手数料に
占める中小型株式の割合は11.2％となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取
扱手数料
投資信託に係る手数料が17億55百万円（前期比

9.5％増）となり、募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料の合計は17億65百万円
（同9.3％増）となりました。

その他の受入手数料
その他の受入手数料は、当社の受益証券残高に係

る信託報酬が59億48百万円（前期比31.1％増）、
ファンドラップに係るフィー等が63億31百万円
（同36.9％増）、これに いちよしアセットマネジメ
ントの運用に係る信託報酬31億81百万円（同22.6
％増）等を加え、合計161億31百万円（同31.0％
増）となりました。

②トレーディング損益
株券等のトレーディング損益は、92百万円（前

期比255.7％増）の利益となりました。債券・為替
等のトレーディング損益は、１億５百万円（同431.0
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％増）の利益となりました。その結果、トレーディ
ング損益合計は1億98百万円（同332.0％増）の利
益となりました。

③金融収支
金融収益は、２億14百万円（前期比25.8％増）、

金融費用は、71百万円（同70.6％増）となり、差
し引き金融収支は１億42百万円（同11.1％増）と
なりました。

以上の結果、当期の純営業収益は245億８百万円
（前期比30.6％増）となりました。

④販売費・一般管理費
販売費・一般管理費は、人件費の増加等により、

183億47百万円（前期比11.4％増）となりまし
た。

⑤営業外損益
営業外収益が、投資事業組合運用益33百万円や

受取保険金及び配当金21百万円等で99百万円とな
り、営業外費用の貸倒引当金繰入額21百万円等と
の差し引きで76百万円（前期比37.3％減）となり
ました。

以上の結果、当期の経常利益は62億36百万円
（前期比159.1％増）となりました。

⑥特別損益
特別利益は、投資有価証券売却益33百万円等で

34百万円、特別損失は、金融商品取引責任準備金
繰入れ34百万円、減損損失27百万円等で62百万円
となり、差し引きで28百万円（前期比６百万円の
減少）の損失となりました。

これらにより、税金等調整前当期純利益は62億８
百万円（前期比160.3％増）となりました。これに法
人税、住民税及び事業税21億１百万円及び法人税等
調整額２億85百万円を加減算した結果、親会社株主
に帰属する当期純利益は43億92百万円（同180.8％
増）となりました。

受入手数料の内訳（第83期と第84期の比較） （単位：百万円）

期別 区 分 株 券 債 券 受益証券 そ の 他 計

第

83

期

（
2024
・
４
∼
2025
・
３
）

委 託 手 数 料 4,320 − 93 − 4,413
募集・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱手数料 − 11 1,603 − 1,615

そ の 他 の 受 入 手 数 料 21 8 11,756 530 12,317

計 4,341 19 13,454 530 18,346

期別 区 分 株 券 債 券 受益証券 そ の 他 計

第

84

期

（
2025
・
４
∼
2026
・
３
）

委 託 手 数 料 5,903 − 101 − 6,005
募集・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱手数料 − 10 1,755 − 1,765

そ の 他 の 受 入 手 数 料 18 9 15,461 642 16,131

計 5,921 19 17,318 642 23,902
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●資産合計

第 84期

（単位：百万円） ●負債・純資産合計

第 84期

（単位：百万円）

第 83期 第 83期

41,900

流動資産
35,927

41,900

固定資産
5,972

純資産
27,461

負債
14,438流動資産

48,451

固定資産
6,659

純資産
31,003

負債
24,107

事業報告

41

(3)財務の状況
資産、負債及び純資産の状況

〔資産〕
132億10百万円（前期末比31.5％）増加し、

551億10百万円となりました。これは、現金・預
金が24億81百万円、信用取引資産が22億41百万
円及び募集等払込金が47億37百万円増加したこと
等によるものです。

〔負債〕
96億69百万円（前期末比67.0％）増加し、241

億７百万円となりました。これは、信用取引負債が
29億76百万円及び預り金が27億95百万円増加し
たこと等によるものです。

〔純資産〕
35億41百万円（前期末比12.9％）増加し、310

億３百万円となりました。これは、親会社株主に帰
属する当期純利益43億92百万円を計上した一方
で、配当金の支払い15億２百万円があったこと等
によるものです。

この結果、自己資本比率は56.2％（前期末は65.4
％）となりました。
なお、当社の自己資本規制比率は448.4％（前期末

は448.0％）となりました。

(4)重要な資金調達の状況
該当事項はありません。

(5)重要な設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました主な設備

投資は、IT基盤（システムインフラ）による５億10
百万円であります。

(6)重要な企業結合等の状況
該当事項はありません。
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(7)財産及び損益の状況の推移

第81期
(2022.4.1〜
2023.3.31)

第82期
(2023.4.1〜
2024.3.31)

第83期
(2024.4.1〜
2025.3.31)

第84期
(当連結会計年度)
(2025.4.1〜
2026.3.31)

百万円 百万円 百万円 百万円
営 業 収 益
(う ち 受 入 手 数 料)

16,666
(16,219)

18,837
(18,372)

18,804
(18,346)

24,579
(23,902)

純 営 業 収 益 16,625 18,798 18,762 24,508

経 常 利 益 1,216 2,875 2,406 6,236

親会社株主に帰属する当期純利益 758 1,929 1,564 4,392

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 21円93銭 57円11銭 47円11銭 137円32銭

総 資 産 42,670 46,647 41,900 55,110

純 資 産 27,826 29,008 27,461 31,003
(注)１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出しております。
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(8)対処すべき課題
この数年来、100年人生の到来、インフレ経済への

不安や新ＮＩＳＡ制度の普及、高市政権が進める積極
財政を背景として「貯蓄から投資へ」の流れが本格化
していくなかで、我が国の金融・証券界は、お客様本
位のビジネスを展開することがより強く求められて参
りました。
当社は20数年来、仕組み債などリスク・リターン

の仕組みなどが複雑でお客様による理解が難しい商品
や、お客様のためにならない商品は取り扱わないとい
う７つの原則「いちよし基準」を「売れる商品でも、
売らない信念」として掲げ、売買手数料中心の「フロ
ー型ビジネスモデル」から、投資信託の信託報酬やラ
ップフィーの安定収益等を中心としたお客様本位の
「ストック型ビジネスモデル」への転換を目指して参
りました。2019年からは、急速な環境の変化に対応
し、お客様本位の業務運営をより一層進めるための
20年振りの「改革の断行」に取り組んでおります。
この「改革の断行」では、最重要経営指標である「預
り資産」の拡大をさらに進め、「ストック型ビジネス
モデル」への転換をより一層推進することを目標にし
ており、お客様のために為さないこととしての「売れ
る商品でも、売らない信念」に加えて、お客様のため
に為すべきこととして「お客様独自のオーダーを仕立
てる信念」をもう一つの柱として掲げております。そ
して、この20年振りの「改革の断行」におきまして
は、社長の交代や経営陣の大幅な若返りとスリム化を
実施するとともに、当社の経営において相対的に重要
性が低下してきた引受け業務を取り止め、「ストック
型ビジネスモデル」への転換に経営資源の集中化を図
りました。また、地区アドバイザー本部制を廃止し、
営業推進体制を従来の本社本部主導から支店主導の体
制に切り替えるとともに、既存店舗を分支店化した小
型店舗（プラネットプラザ）を出店するなど、地域特
性に沿った１人１人のお客様のニーズに細やかにお応
えできるような体制を整え、真にお客様本位といえる
業務運営のための様々な改革を進めております。

また、当社はかねてより人材こそが成長の源泉であ
ると位置づけ、人材育成を経営の最重要課題としてき
ました。「改革の断行」においても「人材の増強と育
成」・「働きやすい・やりがいがある職場」作りを基本
戦略としており、引き続き具体的な取組みを実施して
参ります。
本年４月よりスタートしました新中期経営計画「タ

ーゲット５ ＜ＯＮＥ ＴＥＡＭ＞」では、次の成長ス
テージに向けて2030年３月末までの４年間で、預り
資産を５兆円へと拡大することに挑戦しております。
また、成長のための先行投資として、人材・ＡＩ・Ｄ
Ｘに注力し、人材の採用・育成・定着の強化と生産性
の向上を図って参ります。
当社の経営目標である「金融・証券界のブランド・

ブティックハウス」への登頂を目指すための「改革の
断行」を継続し、新中期経営計画「ターゲット５
＜ＯＮＥ ＴＥＡＭ＞」を達成すべく、当社の強みで
ある いちよしのグループ力（いちよし証券のアドバ
イス力、いちよし経済研究所のリサーチ力、いちよし
アセットマネジメントの運用力）とコンプライアンス
力（お客様満足度）を活かし、預り資産の拡大を核と
した成長の実現に努めて参ります。
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(9)重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係

該当事項はありません。
②重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 議決権比率 事 業 内 容

株式会社いちよし経済研究所 東京都中央区 20百万円 100.0％ 情 報 サ ー ビ ス 業
投 資 助 言 ・ 代 理 業

いちよしアセットマネジメント株式会社 東京都中央区 490百万円 100.0％
投 資 運 用 業
（投資信託委託業含む）
投 資 助 言 ・ 代 理 業

いちよしビジネスサービス株式会社 東京都中央区 240百万円 100.0％ 不動産賃貸・仲介・管理業、事務
用品等販売業及び金融商品仲介業

い ち よ し Ｉ Ｆ Ａ 株 式 会 社 東京都中央区 150百万円 100.0％ 金 融 商 品 仲 介 業
(注)特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(10)主要な事業内容（2026年３月31日現在)
①株式業務

株式業務は、株式について、流通市場における委
託売買業務、自己売買業務及び募集・売出し・特定
投資家向け売付け勧誘等の取扱業務から成り立って
おり、その主な内容は、次のとおりであります。

(ⅰ) 委託売買業務
証券取引所において、顧客の注文に従って売買を

執行する業務
(ⅱ) 自己売買業務

当社が自己の計算において売買を行う業務
(ⅲ) 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱業務
株式の募集又は売出しにつき、顧客に販売する業

務

②債券業務
債券業務は、国、地方公共団体、企業等の発行す

る債券について、流通市場における委託売買業務、
自己売買業務及び募集・売出し・特定投資家向け売
付け勧誘等の取扱業務、私募の取扱業務等から成り
立っております。

③投資信託業務
投資信託業務は、投資信託受益証券及び外国投資

信託受益証券の募集・売出し・特定投資家向け売付
け勧誘等の取扱業務並びに売買業務等から成り立っ
ております。

④証券先物取引業務
証券先物取引業務は、有価証券先物取引、有価証

券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外
国市場証券先物取引の委託取引業務並びに自己取引
業務等から成り立っております。

⑤その他の業務
その他の業務は、有価証券貸借取引業務、保険業

務、顧客紹介業務、金融商品仲介業務、情報サービ
ス業務、投資運用業、投資助言・代理業、不動産賃
貸・仲介・管理業務、事務用品等販売業務等から成
り立っております。
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中国・四国地方 ３ヵ店
● 岡山支店
● 倉敷支店
● 小豆島支店

 
● 神戸支店
● 加古川支店
● 西脇支店
● プラネットプラザ加西
● 高田支店
● 学園前支店
● 御坊支店
● 田辺支店
● 環支店

近畿地方 19ヵ店
● 大阪支店
● 難波支店
● 今里支店
● 針中野支店
● 石橋支店
● 岸和田支店
● 枚方支店
● 八尾支店
● 伏見支店
● 西宮支店

九州地方 ６ヵ店
● 大牟田支店
● 福岡支店
● プラネットプラザ佐世保
● プラネットプラザ諫早
● プラネットプラザ武雄
● プラネットプラザ唐津

　コールセンター：
　いちよしダイレクト

東北地方 ２ヵ店
● 盛岡支店
● 水沢支店

中部地方 ６ヵ店
● 名古屋支店
● 岡崎支店
● 飯田支店

● 伊那支店
● 伊勢支店
● プラネットプラザ志摩

関東地方 15ヵ店
● プラネットプラザ成増
● 中野支店
● 赤坂支店
● プラネットプラザ成城
● 中目黒支店
● プラネットプラザ自由が丘
● 吉祥寺支店
● 横浜支店
● プラネットプラザ小田原
● プラネットプラザ藤沢
● 上大岡支店
● 千葉支店
● 浦安支店
● プラネットプラザ市川
● 越谷支店
(本店資産アドバイザー部)
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(11)主要な営業所の状況（2026年３月31日現在）
①当 社
本 店 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 東京証券会館
支店・営業所 51ヵ店

②子会社
・株式会社いちよし経済研究所 東京都中央区
・いちよしアセットマネジメント株式会社 東京都中央区
・いちよしビジネスサービス株式会社 東京都中央区
・ 同 大阪支店 大阪市中央区
・いちよしＩＦＡ株式会社 東京都中央区
・ 同 ＩＦＡＫ桜成増オフィス 東京都板橋区
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(12)従業員の状況（2026年３月31日現在）
①当社及び当社子会社の従業員

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

職

員

名 名
男 性 689 26 増加
女 性 324 23 増加
合 計 1,013 49 増加

(注)1.上記のほか、エグゼクティブ・アドバイザー（11名）、参与（１名）、嘱託（２名）、歩合外務員（１名）が在籍しております。
2.上記の従業員数には、執行役員を含めております。

②当社の従業員
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

職

員

名 名 歳 月 年 月
男 性 622 27 増加 43 11 15 6
女 性 297 19 増加 41 4 12 8
合計又は平均 919 46 増加 43 1 14 7

(注)1.上記のほか、エグゼクティブ・アドバイザー（５名）、参与（１名）、嘱託（２名）、歩合外務員（１名）が在籍しております。
2.上記の従業員数には、執行役員を含めております。
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(13)主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）
借 入 先 借入金の種類 借入金残高

百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 長 期 借 入 金 23
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 長 期 借 入 金 23
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 短 期 借 入 金 159
株 式 会 社 り そ な 銀 行 短 期 借 入 金 20
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 短 期 借 入 金 30
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 短 期 借 入 金 20

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 信 用 取 引 借 入 金 4,869
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所有者別分布状況（持株比率）

■ その他の法人
5.72％

■ 外国法人等
27.42％

■ 金融機関等
14.09％

■ 個人等
　52.77％
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２．当社の株式に関する事項
（2026年３月31日現在）

(1)発行可能株式総数 168,159,000株

(2)発行済株式の総数 37,931,386株(うち自己株式5,770,953株)

(3)当事業年度末の株主数 14,700名

(4)大株主上位10名
株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％
US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS 6,053 18.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,432 10.67
株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 879 2.73
い ち よ し 証 券 従 業 員 持 株 会 663 2.06
ヨ シ ダ ト モ ヒ ロ 494 1.53
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 481 1.49
JP MORGAN CHASE BANK 385781 468 1.45
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 389 1.21
ジャフコ グループ株式会社 300 0.93
武 樋 政 司 182 0.56
(注)持株比率は自己株式（5,770,953株）を控除して算出しております。

(5)その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項
（2026年３月31日現在）

(1)当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
①第14回新株予約権

名 称 第14回新株予約権

発行決議の日 2023年６月14日

新株予約権の払込金額 払込を要しない。

新株予約権の行使価額 １個につき62,000円

新株予約権の行使条件

① 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執
行役員、監査役、エグゼクティブ・アドバイザー若しくは従業員の
地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職
その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

② 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものと
する。

新株予約権の行使期間 2025年６月23日から2028年６月22日まで
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②第15回新株予約権

名 称 第15回新株予約権

発行決議の日 2024年10月30日

新株予約権の払込金額 払込を要しない。

新株予約権の行使価額 １個につき84,700円

新株予約権の行使条件

① 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執
行役員、監査役、エグゼクティブ・アドバイザー若しくは従業員の
地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職
その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

② 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものと
する。

新株予約権の行使期間 2026年11月９日から2029年11月８日まで

上記新株予約権のうち当社役員の保有状況

名 称 新株予約権の数 目的となる株式の
種類及び数 保有者数

取締役（社外取締
役を除く）及び執
行役

第15回新株予約権 290個 普通株式
29,000株 ３名

(2)当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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４．当社役員に関する事項
(1)取締役及び執行役の氏名等

2026年３月31日現在
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 武 樋 政 司 取締役会議長、指名委員、報酬委員

取締役(兼)代表執行役社長 玉 田 弘 文
取締役(兼)代表執行役副社長 山 﨑 昇 一 財務・経営部門管掌、業務管理本部管掌、

システム本部管掌、人事・研修本部管掌、関係会社管掌
いちよしビジネスサービス株式会社 監査役
いちよしアセットマネジメント株式会社 監査役
株式会社いちよし経済研究所 監査役
いちよしＩＦＡ株式会社 監査役

社 外 取 締 役 五木田 彬 指名委員（委員長）、監査委員（委員長）
筆頭独立社外取締役
五木田・三浦法律事務所（弁護士）
三和ホールディングス株式会社 社外取締役

社 外 取 締 役 真 下 陽 子 報酬委員
特定社会保険労務士人事マネジメント 代表
片倉工業株式会社 社外取締役

社 外 取 締 役 平 野 英 治 指名委員、監査委員
メットライフ生命保険株式会社 取締役副会長
リケンＮＰＲ株式会社 社外取締役

社 外 取 締 役 沼 田 優 子 報酬委員（委員長）、監査委員
明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授
日本航空電子工業株式会社 社外取締役

(注)1.取締役 五木田彬、真下陽子、平野英治、沼田優子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役 五木田彬、真下陽子、平野英治、沼田優子の４氏は、（株）東京証券取引所の定める、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない独立役員であります。

3.取締役 平野英治氏は、元日本銀行理事（国際金融担当）であり、企業経営にも携わっており、財務及び会計に相当程度の知見を
有するものであります。取締役 沼田優子氏は、日米証券業及び企業経営の研究者として財務及び会計に相当程度の知見を有する
ものであります。
4.当社は、監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会室を設け、専任使用人を配置しているため、常勤の監査委員の選定
を行っておりません。
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5.2026年３月31日現在の執行役員は、次のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当
執 行 役 員 阿 部 弘 志 アドバイザー本部長
執 行 役 員 千 阪 弘 敬 アドバイザーサポート本部長、ＩＦＡ本部長(兼)ラップ・投資分析担当
執 行 役 員 佐 藤 信 幸 機関投資家本部長
執 行 役 員 山 中 則 俊 法人本部長

6.2026年４月１日付で、次の異動がありました。

氏 名 異動後の地位 異動後の担当及び重要な兼職の状況
阿 部 弘 志 執 行 役 員 アドバイザー本部担当、アドバイザーサポート本部担当、

商品企画本部担当、ＩＦＡ本部担当
千 阪 弘 敬 執 行 役 員 アドバイザーサポート本部長、ＩＦＡ本部長
白 石 幸 雄 執 行 役 員 商品企画本部長
豊 川 祐 司 執 行 役 員 アドバイザー本部長
熊 谷 知 穂 執 行 役 員 アドバイザー本部 副本部長
毛 塚 祐 輔 執 行 役 員 業務管理本部担当(兼)人事・研修本部長
上 條 弘 城 執 行 役 員 財務・企画本部長
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(2)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険

（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
①被保険者の範囲及び役員が負担している保険料の割
合
このＤ＆Ｏ保険契約の被保険者は、当社及び当社

子会社の全役員及び執行役員であり、全ての被保険
者について、その保険料を全額当社が負担しており
ます。

②補償地域は全世界、保険期間は2026年３月23日か
ら2027年３月23日です。

③補償対象としている保険事故の概要は次のとおりで
す。

(ⅰ) 会社の役員としての業務につき行った行為または
不作為に起因して、保険期間中に株主または第三
者から損害賠償請求された場合に、それによって
役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費
用）を補償対象としています。

(ⅱ) このほか、現に損害賠償請求がなされていなくて
も、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が
発生した場合に、被保険者である役員がそれらに
対応するために要する費用も補償対象としていま
す。

④ただし、役員の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするための措置として、当社の採用するＤ＆
Ｏ保険では、公序良俗に反する行為において生じた
損害については保険の適用がありません。
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(3)取締役及び執行役の報酬等の額 （単位：百万円）

役員区分 報酬等の
総額

報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬
非金銭
報酬等 その他

取締役（社外取締役を除く） 179 139 35 1 2 3
社外取締役 79 73 5 − 0 4
(注)非金銭報酬等として取締役（社外取締役を除く）の３名に対して新株予約権を交付しており、当事業年度中の費用計上額を記載し
ております。
なお、当事業年度末における保有新株予約権の総数は290個（１個につき普通株式100株）であります。

(4)当事業年度に係る各会社役員の報酬等の額
又はその算定方法に係る決定に関する方針

①当社の報酬委員会による取締役及び執行役の個人別
報酬内容の決定に関する方針は、以下のとおりであ
ります。

(ⅰ)基本方針
取締役及び執行役の経営意欲を向上させ、経営能

力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献す
ることを基本方針とする。

(ⅱ) 報酬の内容
当社の取締役及び執行役が受ける報酬は、「月例

基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式関連報酬」及び
その他「金銭以外の報酬」（単身赴任住宅補助等）
とする。

(ⅲ) 各報酬の決定に関する方針
報酬委員会において以下の報酬を決定する。

(ａ) 月例基本報酬
月例基本報酬は、経済情勢、当社の状況、従業

員の給与水準、各取締役・執行役の職務の内容等
により各々の基本報酬の水準を設定し、各役員と
面談し経営戦略の実行度、経営貢献度、業務成績
等を評価して、各人の報酬額を決定する。

(ｂ) 業績連動報酬
業績連動報酬は、連結経常利益、連結当期純利

益をベースに支払総額を決めた上、各役員と面談
し業績貢献度、職務執行状況を評価し、上記支払
総額の範囲内で、担当職務別及び役位別に各人の
報酬額を決定する。

(ｃ) 株式関連報酬
株式関連報酬は支給に伴う経営上の効果等を総

合的に考慮の上、個人別に決定する。
(ｄ) 金銭以外の報酬

単身赴任住宅補助等の金銭以外の報酬について
は、業務上及び社会通念上必要と判断される場合
に、個人別に決定し支給するものとする。

②業績連動報酬に係る指標と当該指標を選択した理由
及び当該業績連動報酬の額の決定方法は、以下のと
おりであります。

（業績連動報酬に係る指標）
当社の業績連動報酬に係る指標は連結経常利益と

連結当期純利益であります。
（当該指標を選択した理由）

当該指標が、企業の業績を評価する基準として客
観的であり、一般的にも定着している適切な指標と
考えられているためであります。
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（当該業績連動報酬の額の決定方法）
業績連動報酬は、半期の連結経常利益及び連結当

期純利益の加重平均増減率で支給総額を決定してお
ります。
なお、赤字のときは、支給いたしません。

③最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の実
績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実

績は、連結経常利益が6,236百万円、連結当期純利
益が4,392百万円であります。

④役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する
役職ごとの方針
取締役及び執行役、また取締役は社内と社外の別

に、役位による基準と会社業績の達成度等で支給基
準を設けております。
個別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委

員会が支給基準をもとに各人ごとの評価を実施し、
審議・決定しており、報酬委員会は報酬等の内容が
当該方針に沿うものであると判断しております。

(5)社外役員に関する事項
①他の法人等の社外役員との重要な兼職状況及び当社
と当該他の法人等との関係

(ⅰ)社外取締役 五木田彬
五木田・三浦法律事務所の弁護士及び三和ホール

ディングス株式会社の社外取締役であります。
当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該

事項はありません。

(ⅱ) 社外取締役 真下陽子
特定社会保険労務士人事マネジメントの代表及び

片倉工業株式会社の社外取締役であります。
当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該

事項はありません。
(ⅲ) 社外取締役 平野英治

メットライフ生命保険株式会社の取締役副会長及
びリケンＮＰＲ株式会社の社外取締役であります。
当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該

事項はありません。
(ⅳ) 社外取締役 沼田優子

明治大学専門職大学院のグローバル・ビジネス研
究科専任教授及び日本航空電子工業株式会社の社外
取締役であります。
当社と当該他の法人等との関係で記載すべき当該

事項はありません。
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②社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 取締役会等での出席状況及び発言状況

取 締 役
（指名委員・
監査委員）

五木田 彬

当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、18回（100
％）、指名委員会５回（100％）、監査委員会は15回（100％）
でありました。主に、元検事及び弁護士としての専門的な見地か
らの発言を行っており、当社の経営への幅広い助言による貢献及
び監督機能強化につながっています。

取 締 役
（報酬委員） 真 下 陽 子

当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、18回（100
％）、報酬委員会10回（100％)でありました。主に、社会保険
労務士としての専門的な見地からの発言を行っており、女性の視
点をも踏まえた当社の経営への幅広い助言による貢献及び監督機
能強化につながっています。

取 締 役
（指名委員・
監査委員）

平 野 英 治

当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、18回（100
％）、指名委員会５回（100％）、監査委員会は15回（100％）
でありました。主に、元日本銀行理事（国際金融担当）としての
金融・証券界に対するグローバルで豊かな知見及びその後の会社
経営の経験の見地からの発言を行っており、当社の経営への幅広
い助言による貢献及び監督機能強化につながっています。

取 締 役
（報酬委員・
監査委員）

沼 田 優 子

当事業年度に開催された取締役会の出席状況は、18回（100
％）、報酬委員会10回（100％)、監査委員会は14回（93％）で
ありました。主に、日米金融機関の経営戦略の研究者として専門
的な見地からの発言を行っており、女性の視点をも踏まえた当社
の経営への幅広い助言による貢献及び監督機能強化につながって
います。

(注)本事業報告中の記載金額並びに連結計算書類及び計算書類の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しており
ます。
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５．会計監査人に関する事項
(1)名称
EY新日本有限責任監査法人

(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

38百万円
②公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る
報酬等の額

1百万円
③当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

43百万円
(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づ

く監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区
分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基
づく監査の報酬の額を含めて記載しております。

2.当社監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査
人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監
査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査法人の品
質管理体制の整備状況、監査報酬の見積もりの算定根拠な
どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3)非監査業務の内容
顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務で

あります。

(4)子会社の監査に関する事項
当社の子会社は、当社の会計監査人以外の監査は受

けておりません。

(5)解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号

に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合
には、監査委員会の委員全員の合意に基づき、監査委
員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査
委員会が選定した監査委員会の委員は、解任後最初に
招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査委員会は会計監査人の監査品質、監査実

施の有効性及び効率性等を勘案し、再任若しくは不再
任の検討を行います。
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６．業務の適正を確保するための体制及び
当該体制の運用状況の概要

(1)業務の適正を確保するための体制（内部統
制システム）
当社の業務の適正を確保するための体制は以下の

とおりであります。

①当社監査委員会の職務の執行に関する体制
(ⅰ)当社監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員

会室を設ける。監査委員会室には監査委員会の職務
を補助する使用人を配置し、監査業務を補助する。

(ⅱ) 当社監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使
用人の執行役からの独立性に関する事項
執行役からの独立性を確保するため、監査委員会

室の使用人の異動、考課、懲戒処分に関しては、監
査委員会または監査委員会が選定する監査委員の承
認を得なければならない。

(ⅲ) 当社監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会の指示の実効性を確保することを目的

として、監査委員会室の使用人は専任とし、「監査
委員会規程」に基づき監査委員の指示により、監査
活動の補助を行わせる。

(ⅳ) 当社監査委員会への報告に関する体制
イ．当社の役職員は、当社監査委員から業務執行に関
する事項について報告を求められたときは、速やか
に当該監査委員若しくは監査委員会に報告を行う。

ロ．当社及び当社子会社の役職員は、当社及び当社子
会社において、会社の目的の範囲外の行為その他法
令もしくは定款に違反する行為、または著しい損害
の生じるおそれのある事実を発見したときは、書面
若しくは口頭にて監査委員会に報告しなければなら
ない。

ハ．当社及び当社子会社の役職員から、会社の目的の
範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行
為、または著しい損害の生じるおそれのあることに
つき報告を受けた者は、書面若しくは口頭にて監査
委員会に報告しなければならない。

(ⅴ) 当社監査委員会に報告した者が、報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
前記(ⅳ)の報告を行った役職員は、当該報告を行

ったことにより不利益な取扱いを受けないことを
「就業規則」等に規定する。
(ⅵ) 当社監査委員の職務の執行について生ずる費用の

前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項
監査委員がその職務について、当社に対し費用の

前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用の請求をしたときは、原則として速
やかに当該費用の支払いを行う。

(ⅶ) 当社監査委員会の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

イ．監査委員会の委員は、重要な意思決定の過程及び
業務執行の状況を把握するため、取締役会及び経営
委員会に出席する。

ロ．監査委員長は、内部統制委員会に委員として出席
する。

ハ．監査委員会の委員は、必要に応じその他重要な会
議に出席することができる。

ニ．監査委員会の委員は、「監査委員会規程」に基づ
き、役職員の職務執行状況、当社子会社の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

ホ．監査委員会は、内部監査部門の監査結果について
定期的な報告を受けるなど連携を図る。

②当社執行役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

(ⅰ)当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管
理に関する体制

イ．「執行役規程」に従い、執行役の職務の執行に係
る重要文書の適正な保存・管理を行う。
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ロ．「情報セキュリティポリシー」「個人情報保護規
程」「個人情報及び個人データの取扱いに関する規
則」「情報セキュリティガイドライン」等諸規程に
従い、執行役の職務の執行に係る情報管理の徹底を
図る。

(ⅱ) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体
制

イ．「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリーご
との責任部署を明確にし、リスク管理体制の整備に
努める。

ロ．リスク管理会議を設置し、リスク管理に関する事
項について協議・対応するとともに定期的に状況等
について内部統制委員会に報告する。内部統制委員
会の委員長は必要に応じて取締役会に報告する。

ハ．災害発生時のリスクに対応するため、「BCP（事
業継続計画）に関する規程」を定め、事業の継続を
確保するための体制を整備するとともに、防災教育
並びに防災訓練を計画的に推進し、防災意識の高揚
を図り、災害発生時等に備える。

ニ．災害発生時等により、本社の業務体制の維持、継
続が困難となった場合等には、BCP対策本部を設置
し、被害の軽減化と対応を図り、速やかな業務再開
を行う。

(ⅲ) 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制

イ．業務執行力のより一層の強化、少人数の執行役に
よる機動的な意思決定、及びその職務執行が効率的
に行われることを確保するため、執行役を補佐する
執行役員制度を導入する。

ロ．当社取締役会は、執行役の職務分掌と権限等を明
確にし、適正かつ効率的に業務が行われる体制の整
備に努め、定期的に当社の執行役による業務報告を
受ける。

(ⅳ) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制

イ．「経営理念」「経営目標」「行動指針」から成る
「クレド」を制定し、使用人への周知を図り、その
遵守・実行を徹底する。

ロ．「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を
定め、使用人の責任と権限を明確にし、適正に業務
が行われる体制の整備に努める。

ハ．取締役会は、事業年度毎にコンプライアンス・プ
ログラムを承認し、これらの実効について状況把握
に努める。

ニ．法令諸規則に準拠した社内規程、マニュアル及び
ガイドブック等を整備し、これらに関し適宜研修を
行うとともに周知徹底を図る。

ホ．内部監査部を設置し、内部監査を実施することに
より、内部統制の有効性と効率性を確保する。

③当社及び当社子会社から成る企業集団における業務
の適正を確保するための体制

(ⅰ)当社子会社の取締役等（取締役、執行役員）の職
務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ．当社が定める「関係会社管理規程」において、子
会社の重要な事項等について、当社への報告を義務
付ける。

ロ．関係会社社長会を開催し、当社と当社子会社間の
情報共有に努める。

(ⅱ) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その
他の体制
当社の「リスク管理規程」にて当社子会社のリス

ク管理体制について規定し、体制の整備に努める。
(ⅲ) 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行

われることを確保するための体制
イ．当社子会社の取締役等の職務分掌と権限等を明確
にし、適正かつ効率的に業務が行われる体制の整備
に努める。

ロ．当社子会社においては、業務執行力のより一層の
強化、少人数の取締役による機動的な意思決定、及
びその職務の執行が効率的に行われることを確保す
るため、取締役を補佐する執行役員制度を導入す
る。

ハ．当社の取締役会は、定期的に当社子会社の取締役
から業務報告を受ける。
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(ⅳ) 当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体
制

イ．当社子会社においても「経営理念」「経営目標」
「行動指針」から成る「クレド」を制定し、役職員
への周知を図り、その遵守・実行を徹底する。

ロ．「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を
定め、使用人の責任と権限を明確にし、適正に業務
が行われる体制の整備に努める。

(ⅴ) その他企業集団における業務の適正を確保する
ための体制

イ．当社は、内部統制委員会で、内部統制に関する事
項の審議を行う。

ロ．当社及び当社子会社の業務に関する法令違反等の
未然防止、及び不祥事の早期発見を目的として、内
部通報制度を設置する。

④当社及び当社子会社の財務報告の信頼性を確保する
ための体制
当社及び当社子会社は、金融商品取引法に基づく

内部統制報告制度への適切な対応を行うため、財務
諸表に係る内部統制システムの構築・整備を行い、
継続的に評価するとともに、不備があれば必要な是
正を行い、適切な運用に努めることにより財務報告
の信頼性を確保する。

⑤当社及び当社子会社における反社会的勢力排除に向
けた基本的な考えとその整備状況

イ．当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力との取引は一切行わず、
毅然たる態度で対応する。

ロ．当社及び当社子会社は、反社会的勢力による被害
を防止するため「反社会的勢力との関係遮断のため
の基本方針」を策定し公表する。

ハ．当社は、本社及び各支店において不当要求防止責
任者を選任するとともに、社内研修を実施する等、
役職員の啓蒙とその実行に努める。

ニ．当社は、警察、暴力追放運動推進センター、証券保
安対策支援センター及び弁護士等の外部専門機関との
連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に取り組む。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状
況の概要

①当社監査委員会
監査委員会は全員が社外取締役で構成され、監査

委員会室には専任使用人を配置し、執行役からの独
立性や監査の実効性を確保するために定められた
「監査委員会規程」に基づき職務が執行されている。
また、監査委員会の職務上必要な資源の提供につ

いては、監査委員の各種会議等への出席機会の確
保、監査委員への報告義務を始めとする各種情報の
提供、監査委員会の予算の確保等、適正に運用され
ている。
なお、監査委員会に対し法令定款違反又は会社に

著しい損害を及ぼす行為等を報告した者につき、当
該報告を行ったことにより懲罰、差別等一切の不利
益な取扱いを受けないことを「就業規則」等に定
め、周知徹底している。

②当社執行役
【情報管理】

執行役の職務の執行にかかる重要文書（電磁的記
録を含む）等の情報の保存・管理は、「文書規程」、
「情報セキュリティ管理規程」等に基づいて適正に
行われている。情報の取り扱いやシステムの重要性
の理解を深めるため、全役職員に対しe-ラーニング
による「情報セキュリティ研修」を実施している。

【リスク管理】
リスクカテゴリーごとの責任部署とリスク管理部

門によるリスク管理会議にて毎月協議・対応を図っ
ている。対応状況は内部統制委員会に報告され、適
宜取締役会へ報告される。システムリスクにおける
サイバーセキュリティについては、SOCの運用
（リアルタイムログ分析による不正・異常等の早期
検知等）、CSIRT（Computer Security Incident
Response Team）による緊急時の手順整理と対
応訓練、外部（金融庁等）主催のサイバー攻撃訓練
への参加、全役職員に対する標的型メール訓練等を
実施している。災害リスクについては、通信システ
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ムがダウンした場合のバックアップ体制を構築して
いるほか、毎年外部（日銀等）と連携したシステム
障害訓練や避難訓練等の各種訓練、研修など非常事
態に備えている。サステナビリティの推進及び気候
変動リスク等に取り組む部署として「サステナビリ
ティ推進室」を設置している。

【効率的な職務の執行】
指名委員会等設置会社として経営と執行を分離し

た体制の下、執行役の職務執行の効率化を図るため
執行役員制度を導入しており、執行役員が執行役の
指揮監督の下で業務を執行することによって業務執
行力の強化を図っている。また、業務執行の結果・
成果について適宜執行役より取締役会へ報告が行わ
れており、取締役との間で十分な意見交換が行われ
ている。

【使用人の法令・定款に適合した職務の執行】
「クレド」・社内規程等の周知やコンプライアン
ス・プログラムの策定・実施などにより法令諸規則
の遵守・徹底を図っている。また内部監査を実施
し、内部統制の有効性、効率性を確保している。

③当社及び当社子会社から成る企業集団における業務
の適正

【報告体制】
「関係会社管理規程」に基づき子会社から重要事
項等の報告を受け、また、毎月関係会社社長会を開
催して経営情報の共有に努めている。

【当社子会社のリスク管理】
当社の「リスク管理規程」に基づき子会社からリ

スク管理に関する報告を受ける等の体制を整備して
いる。

【当社子会社の取締役等の効率的な職務の執行体制及
び法令等遵守体制の確保】

取締役及び使用人の職務が効率的に行われるよう
に、職務分掌と権限等の明文化を図っている。さら
に取締役の執行補助者として執行役員制度の導入
や、当社取締役会にて定期的に関係会社業務報告を
受けており、また、クレドの周知により法令諸規則
の遵守と徹底を行っている。

【その他企業集団における業務の適正を確保するため
の体制】

業務に関する法令違反行為等を早期に発見し、適
切な是正及び回復措置を取る。また、これら行為の
未然防止等を目的とする「内部通報規程」に基づ
き、社外・社内に内部通報窓口を設置している。

④当社及び当社子会社の財務報告の信頼性
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
準・同実施基準」（企業会計審議会）に基づき、内
部監査部が当社及び当社子会社の内部統制の有効性
を評価し、評価の状況を取締役会へ随時報告し、各
年度末に内部統制報告書を取締役会へ提出してい
る。また、外部監査を受けることにより、一層の信
頼性の確保に努めている。

⑤当社及び当社子会社における反社会的勢力排除
【反社会的勢力排除】

反社会的勢力との取引を行わず、毅然とした態度
で臨むことを「反社会的勢力との関係遮断に関する
規程」やマニュアルで明文化し、社内研修を実施し
て役職員の啓蒙を図っている。また、「反社会的勢
力との関係遮断のための基本方針」をホームページ
や店頭で公表している。本支店においては、外部専
門機関との連携も図りながら、不当要求防止責任者
を選任して、反社会的勢力との関係遮断を具体的に
実施している。

【マネー・ローンダリング防止等】
当社はマネー・ローンダリング等の防止を経営上

の重要な課題の一つと位置付け、「マネー・ローン
ダリング防止及びテロ資金供与対策のための基本方
針」を策定し、リスクの特定・評価及び顧客管理の
強化を行うなど、法令遵守・内部管理態勢を構築し
ている。
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７．当社の体制及び方針
(1)株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であ
り続ける」ことを経営理念としており、「今までの
日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金
融・証券界のブランド・ブティックハウス」となる
ことを経営目標としています。当社の経営基盤は、
お客様との “Long Term Good Relation” に基
づくサービスの提供にあり、これを強化することに
よって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を向上させることができるものと考えており
ます。
そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向
上していくことを可能とする者である必要があると
考えています。
従って、当社の企業価値・株主共同の利益に資さ

ない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者として不適切であり、
このような者による大規模買付行為に対しては、必
要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があ
ると考えます。

②基本方針実現のための取組み
(ⅰ)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成

その他の会社支配に関する基本方針の実現に資す
る特別な取組み

・中期経営計画による企業価値向上への取組み
当社は、「金融・証券界のブランド・ブティック

ハウス」の構築を経営目標とし、従来築いてきた土
台をさらに横へと拡大するために、2030年３月末
をターゲットとする新中期経営計画「ターゲット５
＜ＯＮＥ ＴＥＡＭ＞」を策定しております。
「ターゲット５＜ＯＮＥ ＴＥＡＭ＞」では、
2030年３月末までの４年間で、預り資産を５兆円
へと拡大することに挑戦いたします。

・コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取
組み
当社は、従来より一貫して経営の意思決定の機動

性、透明性、業務執行の迅速性、及び業務執行に対
する監督強化を図っており、コーポレート・ガバナ
ンスを経営における最優先課題の一つとしておりま
す。
当社は、2003年にいち早く現在の指名委員会等

設置会社の制度を採用しております。当社取締役会
は、独立性を有する社外取締役４名が過半数を占め
る７名の取締役により構成され、経営方針の決定と
執行役の業務執行の監督が行われております。監査
委員会においては、独立性を有する監査委員３名に
よる取締役及び執行役の業務執行の監査が行われて
おります。さらに、社外取締役を含む内部統制委員
会を設置して内部統制の整備・充実に努め、内部統
制に関する一元的な管理体制を構築しております。
また、当社は、株主還元につきましても積極的に

取り組んでおり、次の「(2)剰余金の配当等の決定
に関する方針」に従い、半期毎に配当額を決定して
おります。

(ⅱ) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者
によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み
当社は、当社株券等に対して大規模買付行為がな

された場合は、株主の皆様が適切に判断するための
必要な情報収集や情報開示に努め、会社法その他の
法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認め
る措置を適切に講じて参ります。

③具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその
理由
上記②(ⅰ)(ⅱ)に記載した当該取組みは、会社支

配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主
共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではありません。
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(2)剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の配当は、業績連動型の配当方針を基本と

し、配当性向をベースとした配当を行っております
が、株主の皆様への適切な利益還元を継続して充実
させていくことを目的として、純資産配当率（ＤＯ
Ｅ）についても勘案して配当額を決定しています。
具体的には、連結ベースでの配当性向（50％程

度）と純資産配当率（ＤＯＥ２％程度）を配当基準
とし、半期毎に算出された金額について、いずれか
高いものを採用して配当金を決定しております。
以上の配当方針に基づき、当期の剰余金の配当

は、中間配当、期末配当ともに連結配当性向を算出
基準として採用しております。また当社が、2025
年８月18日に創立75周年を迎えたことを記念し、
株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するた
め、創立75周年記念配当として、2025年９月末の
株主に対して中間配当時に１株当たり10円、2026
年３月末の株主に対して期末配当時に１株当たり
10円、の合計年間20円とする方針を決定しており
ます。
当期の１株当たりの配当金は中間配当30円（う

ち記念配当10円）、期末配当59円（うち記念配当
10円）の年間89円とさせていただきました。
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(単位：百万円)

科 目 前連結会計年度(ご参考)
2025年３月31日現在

当連結会計年度
2026年３月31日現在

資 産 の 部
流動資産 35,927 48,451
現金・預金 15,333 17,815
預託金 6,965 8,316
トレーディング商品 0 ―
デリバティブ取引 0 ―

約定見返勘定 6 ―
信用取引資産 8,332 10,574
信用取引貸付金 8,297 10,559
信用取引借証券担保金 35 14

有価証券担保貸付金 70 ―
借入有価証券担保金 70 ―

立替金 135 150
募集等払込金 2,654 7,392
短期差入保証金 ― 400
短期貸付金 35 30
未収収益 2,240 3,644
その他の流動資産 155 131
貸倒引当金 △3 △3

固定資産 5,972 6,659
有形固定資産 2,912 2,774
建物 973 862
器具備品 592 556
土地 1,329 1,329
リース資産（純額） 16 25

無形固定資産 750 1,002
ソフトウエア 749 1,001
その他 1 0

投資その他の資産 2,310 2,882
投資有価証券 731 535
長期貸付金 19 13
長期差入保証金 929 920
退職給付に係る資産 501 1,190
繰延税金資産 131 224
その他 75 97
貸倒引当金 △79 △100

資産合計 41,900 55,110

科 目 前連結会計年度(ご参考)
2025年３月31日現在

当連結会計年度
2026年３月31日現在

負 債 の 部
流動負債 14,116 23,770
約定見返勘定 ― 0
信用取引負債 2,018 4,994
信用取引借入金 1,967 4,869
信用取引貸証券受入金 50 125

有価証券担保借入金 26 31
有価証券貸借取引受入金 26 31

預り金 8,913 11,708
受入保証金 590 1,789
有価証券等受入未了勘定 ― 0
短期借入金 230 230
リース債務 7 8
未払法人税等 478 1,848
賞与引当金 759 1,325
その他の流動負債 1,092 1,833

固定負債 118 99
長期借入金 66 46
リース債務 9 17
再評価に係る繰延税金負債 8 8
その他の固定負債 34 27

特別法上の準備金 203 238
金融商品取引責任準備金 203 238

負債合計 14,438 24,107
純 資 産 の 部

株主資本 28,377 31,500
資本金 14,577 14,577
資本剰余金 3,930 3,912
利益剰余金 14,354 17,244
自己株式 △4,484 △4,234

その他の包括利益累計額 △958 △540
その他有価証券評価差額金 70 66
土地再評価差額金 △1,125 △1,125
退職給付に係る調整累計額 95 518

新株予約権 43 43
純資産合計 27,461 31,003
負債・純資産合計 41,900 55,110
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(単位：百万円)

科 目 前連結会計年度(ご参考)
(2024年４月１日から2025年３月31日まで)

当連結会計年度
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

営業収益 18,804 24,579
受入手数料 18,346 23,902
委託手数料 4,413 6,005
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 1,615 1,765
その他の受入手数料 12,317 16,131

トレーディング損益 45 198
金融収益 170 214
その他の営業収益 241 264

金融費用 41 71
純営業収益 18,762 24,508
販売費・一般管理費 16,476 18,347
取引関係費 1,460 1,541
人件費 8,907 10,271
不動産関係費 2,339 2,417
事務費 2,270 2,517
減価償却費 466 436
租税公課 279 343
その他 751 819

営業利益 2,285 6,160
営業外収益 121 99
投資有価証券配当金 16 19
投資事業組合運用益 65 33
受取保険金及び配当金 20 21
受取ロイヤリティー ― 12
その他 19 12

営業外費用 0 23
投資事業組合運用損 0 0
貸倒引当金繰入額 ― 21
その他 0 1

経常利益 2,406 6,236
特別利益 10 34
投資有価証券売却益 10 33
新株予約権戻入益 0 1

特別損失 32 62
投資有価証券売却損 4 ―
固定資産除却損 0 0
和解金 4 0
減損損失 10 27
金融商品取引責任準備金繰入れ 13 34

税金等調整前当期純利益 2,385 6,208
法人税、住民税及び事業税 832 2,101
法人税等調整額 △11 △285
法人税等合計 820 1,815
当期純利益 1,564 4,392
親会社株主に帰属する当期純利益 1,564 4,392
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当連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)
(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,577 3,930 14,354 △4,484 28,377
当期変動額

剰余金の配当 △1,502 △1,502
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,392 4,392
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △17 250 232
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― △17 2,889 250 3,122
当期末残高 14,577 3,912 17,244 △4,234 31,500

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 70 △1,125 95 △958 43 27,461
当期変動額

剰余金の配当 △1,502
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,392
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 232
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △4 ― 422 418 0 418
当期変動額合計 △4 ― 422 418 0 3,541
当期末残高 66 △1,125 518 △540 43 31,003
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前連結会計年度(ご参考)(2024年４月１日から2025年３月31日まで)
(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,577 3,941 13,941 △2,634 29,826
当期変動額

剰余金の配当 △1,150 △1,150
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,564 1,564
自己株式の取得 △1,901 △1,901
自己株式の処分 △11 51 39
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― △11 413 △1,850 △1,448
当期末残高 14,577 3,930 14,354 △4,484 28,377

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 59 △1,125 226 △838 20 29,008
当期変動額

剰余金の配当 △1,150
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,564
自己株式の取得 △1,901
自己株式の処分 39
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 11 △0 △130 △119 22 △97
当期変動額合計 11 △0 △130 △119 22 △1,546
当期末残高 70 △1,125 95 △958 43 27,461
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[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
に関する注記等]
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 : ４社
主要な連結子会社の名称 :

株式会社いちよし経済研究所
いちよしアセットマネジメント株式会社
いちよしビジネスサービス株式会社
いちよしＩＦＡ株式会社

２．会計方針に関する事項
（1）有価証券等の評価基準及び評価方法
①トレーディングの目的及び範囲

当社グループにおけるトレーディング業務の目
的は、取引所において行う取引については健全な
市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資する
こと、取引所以外の取引については公正な価格形
成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併せ
て、時価の変動又は市場間の格差等を利用して当
社グループが利益を得ること並びに損失を減少さ
せることを目的としております。
当社グループのトレーディングにおける取扱商

品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社
債、株価指数の先物取引やオプション取引、個別
株オプション取引、国債証券の先物取引やオプシ
ョン取引等であり、取引所以外の取引では、株
式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取
引、為替予約取引等であります。

②トレーディング商品に属する有価証券等の評価基
準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリ

バティブ取引等については、時価法を採用してお
ります。

③トレーディング商品に属さない有価証券等の評価
基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等につ

いては、以下の評価基準及び評価方法を採用して
おります。

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価をもって連結貸借対照表価額とし、取
得原価との評価差額を全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、移動平均法により算
定しております。

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっておりま

す。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法第２条第
２項により有価証券としてみなされるもの）
については、組合契約に規定される決算報告
日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっ
ております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を除く）
イ 1998年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 1998年４月１日から2007年３月31日まで

に取得したもの 旧定額法
ハ 2007年４月１日以降に取得したもの

定額法
建物附属設備及び構築物
イ 2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 2007年４月１日から2016年３月31日まで

に取得したもの 定率法
ハ 2016年４月１日以降に取得したもの

定額法
上記以外
イ 2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 2007年４月１日以降に取得したもの

定率法
主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物：３年〜50年
器具備品：３年〜20年
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②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ
ース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

（3）重要な引当金及び準備金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債
権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒
懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所

定の計算方法により算出した支払見込額を計上し
ております。

③金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取

引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する
内閣府令第175条に定めるところにより算出した
額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収

益に関する主要な収益における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認
識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①委託手数料
委託手数料においては、顧客と締結した取引約

款・規定等に基づいて、売買執行サービス等を履
行する義務を負っております。当履行義務は、当
社が注文を執行する都度充足されることから、約
定時点（一時点）で収益を認識しております。通
常の支払期限について、履行義務の充足時点であ
る約定日から概ね数営業日以内に支払いを受けて
おります。

②募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取
扱手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の

取扱手数料においては、有価証券の引受会社等と
の契約に基づき、募集・売出しに係るサービス等
を履行する義務を負っております。当履行義務
は、募集等の申込みが完了した時点で充足される
ことから、募集等申込日等の当該業務の完了時点
（一時点）で収益を認識しております。通常の支
払期限について、履行義務の充足時点である募集
等申込日から払込日又は受渡日等までに支払いを
受けております。

③その他の受入手数料
その他の受入手数料には、様々なサービスに係

る受入手数料が含まれておりますが、主な受入手
数料は「受益証券残高に係る信託報酬」、「運用に
係る信託報酬」及び「ファンドラップに係るフィ
ー等」です。
受益証券残高に係る信託報酬においては、投信

委託会社等との契約に基づき、募集・販売の取扱
い等に関する代理事務を履行する義務を負ってお
ります。取引価格は信託財産の純資産総額等を参
照して算定されます。当履行義務は、当社が日々
サービスを提供すると同時に顧客により便益が費
消されるため、一定期間にわたり収益を認識して
おります。通常の支払期限について、サービス提
供完了日後速やかに支払いを受けております。
運用に係る信託報酬においては、投資信託の約

款に基づき、資産運用管理サービスを履行する義
務を負っております。取引価格は運用資産の残高
等を参照して算定されます。当履行義務は、連結
子会社が日々サービスを提供すると同時に顧客に
より便益が費消されるため、一定期間にわたり収
益を認識しております。通常の支払期限につい
て、サービス提供完了日が属する月の翌月までに
支払いを受けております。
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ファンドラップに係るフィー等においては、顧
客との投資一任契約に基づき、資産運用管理サー
ビスを履行する義務を負っております。取引価格
は固定報酬によるものと、運用資産の時価評価額
に基づく運用益等を参照して算定された成功報酬
によるものがあります。当履行義務は、固定報酬
によるものは当社が日々サービスを提供すると同
時に顧客により便益が費消されるため一定期間に
わたり収益を認識しており、成功報酬によるもの
は一定の成果（一時点）で収益を認識しておりま
す。通常の支払期限について、固定報酬は前払報
酬を受領しており、成功報酬は報酬計算基準日か
ら翌月末までに支払いを受けております。

（5）その他連結計算書類の作成のための基本となる
重要な事項

①ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は原則として、時価評価されている

ヘッジ手段に係る損益又は評価差額をヘッジ対象
に係る損益が認識されるまで純資産の部において
繰延べる方法によっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は、特例処理を採用しており
ます。

②退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっており
ます。

・過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理
方法
過去勤務費用については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５
年）による定額法により費用処理しておりま
す。
数理計算上の差異については、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（８年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。

[会計上の見積りに関する注記]
（1）固定資産の減損損失
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産： 2,774百万円
無形固定資産： 1,002百万円
減損損失 ： 27百万円

②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
固定資産の収益性の検討においては、主として

2期連続して営業損益がマイナスとなっている資
産又は資産グループについて減損の兆候があると
判断しております。資産のグルーピングにあたっ
ては、主として各支店を、他の資産又は資産グル
ープのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ッシュ・フローを生成する最小単位としておりま
す。
減損の兆候があると認められた資産又は資産グ

ループについては、事業計画を基礎として算出し
た営業収益及び営業費用の予測値に、過年度の実
績等を勘案したストレスを加味した数値を用いて
割引前将来キャッシュ・フローの見積りを行い、
これが帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識す
べきと判断しております。また、将来キャッシ
ュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、預り
資産残高等の見込みに基づく受入手数料成長率、
販管費率であります。
減損損失を認識すべきと判断された資産又は資

産グループについては、正味売却価額又は使用価
値まで減額しております。
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市場動向や経済情勢の変化により、資産又は資
産グループの将来キャッシュ・フローの見積りの
基礎となった主要な仮定の見直しが必要となり、
割引前将来キャッシュ・フローの見積りが減少し
た場合には、減損損失を認識すべき資産又は資産
グループが当連結会計年度よりも増加し、追加的
な減損損失が発生するリスクがあります。

（2）繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 ：224百万円
繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前）

：631百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産については、一時差異等のうち将
来の課税所得の十分性により回収可能性が高いも
のを計上しております。ただし、主たる事業であ
る金融商品取引業の業績が証券市場の変動に大き
な影響を受ける状況にあり、その業績予想を行う
ことは困難であることから、事業計画及び当連結
会計年度末時点で策定された翌期の総合予算に基
づく営業収益及び営業費用の予測値に、過年度の
実績等を勘案したストレスを乗じた数値を用い
て、1年以内の一時差異等加減算前将来課税所得
の見積りを行い、一時差異等のスケジューリング
に基づき繰延税金資産を回収可能性があるものと
判断しております。
翌連結会計年度における繰延税金資産の回収可

能性の算定にあたり、市場動向や経済情勢の変化
により将来課税所得が減少すると見積られた場合
には、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える
可能性があります。

[連結貸借対照表に関する注記]
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

投資有価証券 63百万円
（2）担保に係る債務

信用取引借入金 4,869百万円

上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を
証券金融会社からの信用取引借証券の担保として
157百万円、信用取引借入金の担保として2,210
百万円、取引所等の会員信認金の代用として42
百万円、取引参加者保証金等の代用として75百
万円、清算基金の代用として144百万円、先物取
引証拠金の代用として100百万円、当初証拠金の
代用として1,000百万円を差し入れております。

２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
3,616百万円
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[連結株主資本等変動計算書に関する注記]
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 37,931,386株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年５月14日
取締役会 普通株式 540 17.00 2025年３月31日 2025年５月30日

2025年10月30日
取締役会 普通株式 961 （注）30.00 2025年９月30日 2025年11月25日

(注) １株当たりの配当額は、普通配当20.00円、創立75周年記念配当10.00円であります。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年５月13日
取締役会 普通株式 利益

剰余金 1,897 （注）59.00 2026年３月31日 2026年５月29日

(注) １株当たりの配当額は、普通配当49.00円、創立75周年記念配当10.00円であります。

３．当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 127,900株

[金融商品に関する注記]
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、有価証券の売買等及び売買等
の委託の媒介、有価証券の募集、売出し及び私募
の取扱い、並びにその他の有価証券関連業等の金
融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業
を行っております。
これらの事業を行うため、当社グループでは主

に自己資金によるほか、必要な資金調達について
は金融機関からの借入れによっております。

資金運用については、短期的な預金や貸付金の
ほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニー
ズに対応するための顧客との取引、及び自己の計
算に基づき会社の利益を確保するためのトレーデ
ィング業務等を行っております。
デリバティブ取引については、主として顧客の

資金運用に対応するためのリスクヘッジや、トレ
ーディング業務におけるリスクヘッジ目的で利用
しております。投機的な取引は行っておりませ
ん。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融商品は、主に事業

資金に充てるための現金・預金、法令に基づき外
部金融機関に信託する顧客分別金信託であり、預
金や顧客分別金信託は預入先の信用リスクに晒さ
れていますが、取引相手先はいずれも信用度の高
い銀行であるため、相手方の債務不履行による信
用リスクはほとんどないと判断しております。
信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応

するための短期貸付金であり、顧客の信用リスク
に晒されています。
募集等払込金は、投資信託の募集に伴う投信委

託会社への払込金であり、投信委託会社の信用リ
スクに晒されています。
また、自己の計算に基づき保有する商品有価証

券及び投資有価証券は、主に株式、債券等であ
り、商品有価証券については顧客の資金運用やリ
スクヘッジなどの様々なニーズに対応するための
顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利
益を確保するための取引等のトレーディング業務
のために保有し、投資有価証券については事業推
進目的等で保有しているものがあります。これら
は、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リ
スク、及び市場価格の変動リスクに晒されていま
す。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当社グループの信用リスクの管理については、
リスク管理規程及び信用リスク管理細則に則り行
っており、特定の業種・企業・グループ等への与
信集中を排除し、リスク分散と適度なリターンの
確保に努めております。また、個別与信先の信用
力、事業内容及び成長性等を総合的に斟酌した与
信管理を徹底するとともに、第三者である格付機
関の格付ランク、担保の有無等に応じた与信限度
額等の設定により適正なリスク管理を行っており
ます。具体的には、信用取引に関する与信管理を
各営業部支店、コンプライアンス部、資金証券部
で日々行っているほか、財務部、リスク管理室で
も取引先等の信用リスクに関して、必要に応じて
経営陣に報告するなどして管理しております。

②市場リスクの管理
当社グループの市場リスクの管理については、

リスク管理規程及び市場リスク管理細則に則り行
っており、株価、金利及び外国為替相場等の変動
を適切に認識し、リスクのコントロールと収益の
安定的な確保に努めております。具体的には、市
場リスク相当額は標準的方式により算出してお
り、内部統制委員会の下部組織であるリスク管理
会議において、状況の把握や確認、今後の対応等
の協議を行っております。日常的には、リスク管
理室においてモニタリングを行い、経営陣その他
の関係者に対し報告しております。主として顧客
との取引から発生するトレーディング業務に関す
る有価証券については、リスク管理に関する社内
規程に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許
容可能なリスク量（ポジション枠）をあらかじめ
定めるとともに、ロスカット基準などを設けた上
で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク
管理会議において運用枠等の見直しを図っており
ます。また、有価証券を含む投資商品の保有につ
いては投資会議規程に基づき決定され、売買を執
行する部署から独立したリスク管理担当部署にお
いて日常的なモニタリングが行われ、当社の経営
陣及び関連部署に日々報告するなどして管理して
おります。

③流動性リスクの管理
当社グループの流動性リスクの管理について

は、リスク管理規程及び流動性リスク管理細則に
則り行っており、資金繰り状況を適切に把握・管
理し、いかなる金融情勢下にあっても流動性が確
保されるよう、資金の調達・運用の適切な管理に
努めております。具体的には、当社業務の規模、
特性、財務状況、資金調達能力に見合った適切な
安定性評価の基準を算定しモニタリングを行って
いるほか、資金逼迫度区分（平常時、懸念時、危
機時）を設定し、日々の資金繰りの管理状況とし
てこれを算定した上で適切な資金繰り管理を行っ
ております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足
説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件によった場合、当該価額が異なること
もあります。

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等
に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等及び組合出資金等については、表には
含めておりません（（注）２に記載のとおりであり
ます）。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプッ

トの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。

レベル１の時価：
観察可能な時価の算定に係るインプットのう
ち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：
観察可能な時価の算定に係るインプットのう
ち、レベル１のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：
観察できない時価の算定に係るインプットを
使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
①売買目的有価証券（商品有価証券等）
株券
国債・地方債

②その他有価証券
株券
証券投資信託

―
―

100
―

―
―

―
1

―
―

―
―

―
―

100
1

資産合計 100 1 ― 101
デリバティブ取引（※）
通貨 ― ― ― ―

デリバティブ取引合計 ― ― ― ―
(※) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で表示しております。
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
以外の金融商品
該当事項はありません。
なお、「現金・預金」、「預託金」、「募集等払込

金」、「預り金」は、現金であること、又は短期間
で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、記載を省略しております。また、以
下の科目は、その科目の性質から短期間で決済さ
れるとみなし、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、記載を省略しております。
（ア）信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであ
り、短期間で市場金利を反映するため時価は帳
簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
よっております。

（イ）信用取引借入金
信用取引借入金は変動金利によるものであ

り、短期間で市場金利を反映するため時価は帳
簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
よっております。

（注）１ 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算
定に係るインプットの説明

資産
投資有価証券

株式等については、主たる取引所の最終価格
又は最終気配値を時価としており、主にレベル
１の時価に分類しております。
債券については、主に類似の債券を含めた市

場価格（当社店頭、ブローカースクリーン等）
又は、市場価格情報（売買参考統計値等）から
指標金利との格差等を用いて合理的に算定され
る価格を時価としており、レベル１の時価に分
類しております。
市場における取引価格が存在しない投資信託

について、解約又は買戻請求に関して市場参加
者からリスクの対価を求められるほどの重要な
制限がない場合には基準価額を時価とし、レベ
ル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、先物為替相場に

よっており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

（注）２ 当連結会計年度において、市場価格のない株式等（非上場株式等）並びに組合出資金等については次
のとおりであり、「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 191
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資 242

合計 433
(※) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号

2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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[収益認識に関する注記]
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

受入手数料
委託手数料 6,005百万円
うち株券 5,903百万円
うち受益証券 101百万円

募集・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の取扱手
数料

1,765百万円

うち受益証券 1,755百万円
その他受入手数料 16,131百万円
うち受益証券残高に係る
信託報酬 5,948百万円
うち運用に係る信託報酬 3,181百万円
うちファンドラップに係
るフィー等 6,331百万円

受入手数料合計 23,902百万円
その他の営業収益 264百万円
顧客との契約から生じる収益 24,167百万円
トレーディング損益 198百万円
金融収益 214百万円
営業収益計 24,579百万円

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「連結注

記表 [連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記等] ２．会計方針に関する事項
（4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載して
おります。

[１株当たり情報に関する注記]
１株当たり純資産額 962円66銭
１株当たり当期純利益 137円32銭

[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。
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(単位：百万円)

科 目 前事業年度(ご参考)
2025年３月31日現在

当事業年度
2026年３月31日現在

資 産 の 部
流動資産 31,732 43,882
現金・預金 12,355 14,701
預託金 6,965 8,316
トレーディング商品 0 ―
デリバティブ取引 0 ―

約定見返勘定 6 ―
信用取引資産 8,332 10,574
信用取引貸付金 8,297 10,559
信用取引借証券担保金 35 14

有価証券担保貸付金 70 ―
借入有価証券担保金 70 ―

立替金 122 132
募集等払込金 2,654 7,392
短期差入保証金 ― 400
短期貸付金 35 30
前払金 21 11
前払費用 68 92
未収入金 43 11
未収収益 1,058 2,223
貸倒引当金 △2 △2

固定資産 6,077 6,485
有形固定資産 2,270 2,115
建物 859 773
器具備品 576 544
土地 822 775
リース資産（純額） 12 22

無形固定資産 677 946
ソフトウエア 676 945
電話加入権 0 0
その他 0 0

投資その他の資産 3,128 3,423
投資有価証券 558 534
関係会社株式 1,136 1,136
出資金 2 2
従業員に対する長期貸付金 19 13
長期差入保証金 914 905
長期前払費用 1 1
繰延税金資産 140 401
前払年金費用 362 435
その他 71 92
貸倒引当金 △79 △100

資産合計 37,809 50,368

科 目 前事業年度(ご参考)
2025年３月31日現在

当事業年度
2026年３月31日現在

負 債 の 部
流動負債 13,141 22,579
約定見返勘定 ― 0
信用取引負債 2,018 4,994
信用取引借入金 1,967 4,869
信用取引貸証券受入金 50 125

有価証券担保借入金 26 31
有価証券貸借取引受入金 26 31

預り金 8,899 11,691
受入保証金 590 1,789
有価証券等受入未了勘定 ― 0
短期借入金 210 210
リース債務 6 7
前受収益 1 1
未払金 255 858
未払費用 310 421
未払法人税等 104 1,314
賞与引当金 719 1,259

固定負債 79 88
リース債務 6 15
再評価に係る繰延税金負債 8 8
その他の固定負債 64 64

特別法上の準備金 203 238
金融商品取引責任準備金 203 238

負債合計 13,424 22,905
純 資 産 の 部

株主資本 25,412 28,478
資本金 14,577 14,577
資本剰余金 3,948 3,930
資本準備金 3,705 3,705
その他資本剰余金 242 224

利益剰余金 11,371 14,204
その他利益剰余金 11,371 14,204
繰越利益剰余金 11,371 14,204

自己株式 △4,484 △4,234
評価・換算差額等 △1,070 △1,059
その他有価証券評価差額金 55 66
土地再評価差額金 △1,125 △1,125

新株予約権 43 43
純資産合計 24,385 27,462
負債・純資産合計 37,809 50,368
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(単位：百万円)

科 目 前事業年度(ご参考)
(2024年４月１日から2025年３月31日まで)

当事業年度
(2025年４月１日から2026年３月31日まで)

営業収益 15,752 20,820
受入手数料 15,536 20,408
委託手数料 4,413 6,005
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 1,615 1,765
その他の受入手数料 9,507 12,637

トレーディング損益 45 198
金融収益 170 214

金融費用 41 71
純営業収益 15,711 20,749
販売費・一般管理費 15,432 17,170
取引関係費 1,439 1,564
人件費 7,802 9,072
不動産関係費 2,246 2,322
事務費 2,803 3,013
減価償却費 425 387
租税公課 230 282
その他 484 528

営業利益 279 3,578
営業外収益 1,030 1,844
投資有価証券配当金 928 1,766
投資事業組合運用益 65 33
受取保険金及び配当金 20 21
受取ロイヤリティー ― 12
その他 16 10

営業外費用 0 23
投資事業組合運用損 0 0
貸倒引当金繰入額 ― 21
その他 0 1

経常利益 1,309 5,400
特別利益 1 11
投資有価証券売却益 1 1
固定資産売却益 ― 8
新株予約権戻入益 0 1

特別損失 27 62
固定資産除却損 0 0
和解金 4 0
減損損失 10 27
金融商品取引責任準備金繰入れ 13 34

税引前当期純利益 1,283 5,348
法人税、住民税及び事業税 202 1,278
法人税等調整額 △1 △265
法人税等合計 200 1,013
当期純利益 1,082 4,335

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 79ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



個別計算書類

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書（個別）

79

当事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)
(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 14,577 3,705 242 3,948 11,371 11,371 △4,484 25,412
当期変動額
剰余金の配当 △1,502 △1,502 △1,502
当期純利益 4,335 4,335 4,335
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △17 △17 250 232
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― △17 △17 2,833 2,833 250 3,065
当期末残高 14,577 3,705 224 3,930 14,204 14,204 △4,234 28,478

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 55 △1,125 △1,070 43 24,385
当期変動額
剰余金の配当 △1,502
当期純利益 4,335
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 232
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 10 ― 10 0 11
当期変動額合計 10 ― 10 0 3,077
当期末残高 66 △1,125 △1,059 43 27,462

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 80ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



個別計算書類

80

前事業年度(ご参考)(2024年４月１日から2025年３月31日まで)
(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 14,577 3,705 254 3,959 11,439 11,439 △2,634 27,343
当期変動額
剰余金の配当 △1,150 △1,150 △1,150
当期純利益 1,082 1,082 1,082
自己株式の取得 △1,901 △1,901
自己株式の処分 △11 △11 51 39
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― △11 △11 △68 △68 △1,850 △1,930
当期末残高 14,577 3,705 242 3,948 11,371 11,371 △4,484 25,412

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 44 △1,125 △1,080 20 26,282
当期変動額
剰余金の配当 △1,150
当期純利益 1,082
自己株式の取得 △1,901
自己株式の処分 39
自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 11 △0 10 22 33
当期変動額合計 11 △0 10 22 △1,897
当期末残高 55 △1,125 △1,070 43 24,385
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[重要な会計方針に係る事項に関する注記]
１．有価証券等の評価基準及び評価方法
（1）トレーディングの目的及び範囲

当社におけるトレーディング業務の目的は、
取引所において行う取引については健全な市場
機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資するこ
と、取引所以外の取引については公正な価格形
成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併
せて、時価の変動又は市場間の格差等を利用し
て当社が利益を得ること並びに損失を減少させ
ることを目的としております。
当社のトレーディングにおける取扱商品は、

取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、
株価指数の先物取引やオプション取引、個別株
オプション取引、国債証券の先物取引やオプシ
ョン取引等であり、取引所以外の取引では、株
式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買
取引、為替予約取引等であります。

（2）トレーディング商品に属する有価証券等の評価
基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデ

リバティブ取引等については、時価法を採用し
ております。

（3）トレーディング商品に属さない有価証券等の評
価基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等に

ついては、以下の評価基準及び評価方法を採用
しております。

①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券
イ 市場価格のない株式等以外のもの

時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価と
の評価差額を全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。

ロ 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する
組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ
り有価証券としてみなされるもの）については、
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）
イ 1998年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 1998年４月１日から2007年３月31日ま

でに取得したもの 旧定額法
ハ 2007年４月１日以降に取得したもの

定額法
建物附属設備及び構築物
イ 2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 2007年４月１日から2016年３月31日ま

でに取得したもの 定率法
ハ 2016年４月１日以降に取得したもの

定額法
上記以外
イ 2007年３月31日以前に取得したもの

旧定率法
ロ 2007年４月１日以降に取得したもの

定率法
主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物：３年〜50年
器具備品：３年〜20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法を採用しております。
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（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

３．引当金及び準備金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については、貸倒実績率による計算額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、

当社所定の計算方法により算出した支払見込額
を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
②過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処
理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処
理しております。
なお、未認識過去勤務費用及び未認識数理計

算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結
貸借対照表と異なります。

（4）金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品

取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関す
る内閣府令第175条に定めるところにより算出
した額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要

な収益における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時
点）は以下のとおりであります。

（1）委託手数料
委託手数料においては、顧客と締結した取引

約款・規定等に基づいて、売買執行サービス等
を履行する義務を負っております。当履行義務
は、当社が注文を執行する都度充足されること
から、約定時点（一時点）で収益を認識してお
ります。通常の支払期限について、履行義務の
充足時点である約定日から概ね数営業日以内に
支払いを受けております。

（2）募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の
取扱手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の取扱手数料においては、有価証券の引受会社
等との契約に基づき、募集・売出しに係るサー
ビス等を履行する義務を負っております。当履
行義務は、募集等の申込みが完了した時点で充
足されることから、募集等申込日等の当該業務
の完了時点（一時点）で収益を認識しておりま
す。通常の支払期限について、履行義務の充足
時点である募集等申込日から払込日又は受渡日
等までに支払いを受けております。
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（3）その他の受入手数料
その他の受入手数料には、様々なサービスに

係る受入手数料が含まれておりますが、主な受
入手数料は「受益証券残高に係る信託報酬」及
び「ファンドラップに係るフィー等」です。
受益証券残高に係る信託報酬においては、投

信委託会社等との契約に基づき、募集・販売の
取扱い等に関する代理事務を履行する義務を負
っております。取引価格は信託財産の純資産総
額等を参照して算定されます。当履行義務は、
当社が日々サービスを提供すると同時に顧客に
より便益が費消されるため、一定期間にわたり
収益を認識しております。通常の支払期限につ
いて、サービス提供完了日後速やかに支払いを
受けております。
ファンドラップに係るフィー等においては、

顧客との投資一任契約に基づき、資産運用管理
サービスを履行する義務を負っております。取
引価格は固定報酬によるものと、運用資産の時
価評価額に基づく運用益等を参照して算定され
た成功報酬によるものがあります。当履行義務
は、固定報酬によるものは当社が日々サービス
を提供すると同時に顧客により便益が費消され
るため一定期間にわたり収益を認識しており、
成功報酬によるものは一定の成果（一時点）で
収益を認識しております。通常の支払期限につ
いて、固定報酬は前払報酬を受領しており、成
功報酬は報酬計算基準日から翌月末までに支払
いを受けております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な
事項
ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は原則として、時価評価されてい

るヘッジ手段に係る損益又は評価差額をヘッジ
対象に係る損益が認識されるまで純資産の部に
おいて繰延べる方法によっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は、特例処理を採用して
おります。

[会計上の見積りに関する注記]
（1）固定資産の減損損失

①当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産： 2,115百万円
無形固定資産： 946百万円
減損損失 ： 27百万円

②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

（2）繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 ：401百万円
繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前）

：569百万円
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 84ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



個別計算書類

84

[貸借対照表に関する注記]
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

投資有価証券 63百万円
（2）担保に係る債務

信用取引借入金 4,869百万円

上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券
を証券金融会社からの信用取引借証券の担保と
して157百万円、信用取引借入金の担保として
2,210百万円、取引所等の会員信認金の代用と
して42百万円、取引参加者保証金等の代用とし
て75百万円、清算基金の代用として144百万
円、先物取引証拠金の代用として100百万円、
当初証拠金の代用として1,000百万円を差し入
れております。

２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
3,509百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
（1）短期金銭債権 373百万円
（2）短期金銭債務 11百万円
（3）長期金銭債権 24百万円
（4）長期金銭債務 58百万円

４．取締役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務
28百万円

５．土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月
31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土
地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産
の部に計上しております。

「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再
評価に関する法律の一部を改正する法律」第３
条第３項に定める再評価の方法については、土
地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月
31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規
定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算出するために国税庁長官が定めて
公表した方法により算出した価額に基づいて、
奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する
方法を採用しております。

再評価を行った年月日 2000年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評
価後の帳簿価額との差額 △80百万円

[損益計算書に関する注記]
関係会社との取引高

（1）営業収益 1,606百万円
（2）販売費・一般管理費 964百万円
（3）営業外収益 1,748百万円

[株主資本等変動計算書に関する注記]
当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 5,770,953株
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[税効果会計に関する注記]
・繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 402百万円
未払事業税 93百万円
投資有価証券評価損 12百万円
投資事業有限責任組合損失 22百万円
減価償却費限度超過額 16百万円
金融商品取引責任準備金 75百万円
ゴルフ会員権評価損 61百万円
その他 343百万円
小 計 1,027百万円

評価性引当額 △458百万円
繰延税金資産合計 569百万円

繰延税金負債
前払年金費用 △137百万円
その他有価証券評価差額金 △30百万円

繰延税金負債合計 △167百万円

繰延税金資産の純額 401百万円

[収益認識に関する注記]
顧客との契約から生じる収益を理解するための情報

は、連結注記表に同一の内容を記載しているため、注
記を省略しております。

[関連当事者との取引に関する注記]
開示すべき重要な事項はありません。

[１株当たり情報に関する注記]
１株当たり純資産額 852円57銭
１株当たり当期純利益 135円55銭

[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

い ち よ し 証 券 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市 川 克 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、いちよし証券株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、いちよし証券株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を
含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執
行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上

2026年05月12日 19時25分 $FOLDER; 88ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



監査報告書

88

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

い ち よ し 証 券 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市 川 克 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、いちよし証券株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第84期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執
行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第84期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行につい

て監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
1．監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について、取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況に関し定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査委員会の意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、

執行役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役
及び監査役等から定期的に職務の執行状況及び財産の状況につき報告を受け、説明を求め調査いたしました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その
他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 内部統制システムについては、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から内部統制の評価及び監査の状況について報
告を受け、説明を求め調査いたしました。

④ 会計監査人については、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかにつき監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め調査いたしました。また、会計監査人から「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を整備している旨の通知を受け、説明を求め調査いたしました。さらに、監査上
の主要な検討事項につき、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、
説明を求め調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びそれらの附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認め

ます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当
社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日

いちよし証券株式会社 監査委員会
監査委員長 五木田 彬 ㊞
監査委員 平 野 英 治 ㊞
監査委員 沼 田 優 子 ㊞

(注)監査委員五木田彬、平野英治及び沼田優子は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

以 上
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いちよし証券は20年来、様々な社会貢献活動に取り組んでおります
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東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号　 03-4346-4500（代表）
東京証券会館 8階 ホール
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D2出口 東京証券会館

会　場

株主総会会場 ご案内図

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル 
デ ザインフォントを 
採用しています。

環境に配慮したFSC®
認証紙と植物油イン
キを使用して印刷し
ています。

交通機関

※会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。
※�車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
　ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。

東京メトロ   東西線、  日比谷線「茅場町駅」に直結（8番出口）
東京メトロ   銀座線、  東西線　  都営浅草線「日本橋駅」D2出口より徒歩5分

いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
東京証券会館
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